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序 文 

 

ベトナム政府は 1986 年のドイモイ政策開始以降、市場経済化への移行を進めており、

さまざまな開放政策の一環として市場経済化に対応する法制度の整備を進めてきている。

92 年の憲法制定以降、90 年代には多くの法律が整備されたが、基礎的法理論・立法技術

の未発達や計画経済的思考からの移行途上にあったこともあり、この時期に制定された

多くの法律が短い期間での大幅改定を余儀なくされるなどの課題を抱えていた。これを

受け、ベトナム政府は 00 年から 02 年にかけて「包括的法制度整備ニーズ・アセスメン

トを実施し、当国の法整備・司法分野全体の問題点の洗い出しを行った上でその改善に

向けた具体的方策の整理を行ってきた。こうした流れの中で、ベトナム共産党中央委員

会政治局は 2005 年に相次いで 2 つの重要な決議を発表した。そのうち第 48 号決議「法

制度整備戦略」は近代的な法治国家への転換と市場経済体制の確立を目指した 2020 年ま

でのベトナム法整備及び法運用・法執行体制改善のための戦略を示しており、第 49 号決

議「司法改革戦略」は同じく 2020 年までのベトナム司法制度改革の戦略を示している。 

こうしたなか、ベトナム政府は本分野においてこれまで 10 年以上にわたり継続的に支

援を行ってきたわが国に対し、更なる協力の継続、特に法律運用・執行体制の構築につ

いて協力の要請がなされ、日本側関係政府機関間で慎重な検討を行った結果、協力実施

が 2006 年 10 月に決定された。 

JICA は 2007 年 2 月に事前評価調査団を派遣し、実務の改善に向けた中央当局からの

支援体制の整備に支援の軸足をおきつつ、実務上の課題からのフィードバックを意識し

た関連法令の改正・起草支援、法曹養成支援を包括的に取り込んだ支援を行うことをベ

トナム関係機関と合意した。その後 2007 年 3 月に討議議事録（Ｒ/Ｄ）を締結し、本プ

ロジェクトは 2007 年４月から 2011 年 3 月までの４年間の予定で既に開始されている。 

本報告書は、上記事前評価調査団の調査結果と、それに基づくＲ/Ｄ、事業事前評価表

等をとりまとめたものであり、今後の本プロジェクトの実施にあたり、広く活用される

ことを願うものである。 

終わりに、これらの調査にご協力とご支援をいただいた内外関係各機関の方々に心か

ら謝意を表するとともに、引き続き本プロジェクトに対する支援をお願い申し上げる次

第である。 

 

 

平成 19 年４月 

 独立行政法人国際協力機構 

                         社会開発部長 岡崎 有二  
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 19 年 5 月 29 日 

担当部署：社会開発部第一グループ 

ガバナンスチーム 

１．案件名 

（和文）  ベトナム 「法・司法制度改革支援プロジェクト」 

（英文）    Technical Assistance for the Legal and Judicial System Reform 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 本プロジェクトは、ベトナムにおける裁判実務及び法執行実務の改善を図ることを目的とし、

パイロット地区であるバクニン省（ハノイより車で 1 時間程度、人口 100 万人程度）において

問題発掘・解決策検討等を通じた経験を蓄積し（成果１及び活動 1：コンポーネント 1）、中央

機関においてそうした経験を集約し、他の地区の司法機関職員の実務能力向上のための指導・

支援体制の確立を進めるとともに（成果 2 及び活動 2：コンポーネント 2）、こうした実務的な

経験や教訓を反映する形で民事関連法令や刑事訴訟法等の制定・改正（成果 3 及び活動 3：コン

ポーネント 3）や法曹養成機関におけるカリキュラム・テキストの改善についても支援を行う（成

果 4 及び活動 4：コンポーネント 4）ものである。ベトナム法整備分野に対するこれまでの支援

の系譜を踏まえつつ、近年のベトナム側の法整備・司法改革に対する政策との整合性を確保し

ながら、上記 4つのコンポーネント間の有機的つながり及び下記(4)に挙げる複数の協力機関と

の包括的協力関係構築を特徴とした協力枠組みの形成を図っている。 

 

（２） 協力期間 

 2007 年 4 月 1 日～2011 年 3月 31 日（4 年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

 約 3.9 億円 

 

（４） 協力相手先機関 

 司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、（将来的には統一弁護士会（仮称）） 

 バクニン省（パイロット地区）の省級及び県級人民裁判所並びに省級及び県級人民検察院 

 

（５） 国内協力機関 

 法務省法務総合研究所、最高裁判所、日本弁護士連合会他 

 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

 司法省内担当部局、最高人民裁判所、最高人民検察院、バクニン省（パイロット地区）の省

級人民裁判所（裁判官 14 名、書記官 47 名）及び県級人民裁判所、同省の省級人民検察院（職



員 120 名）及び県級人民裁判所、国家司法学院 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 ベトナム政府は 1986 年のドイモイ政策開始以降、市場経済化への移行を進めており、さまざ

まな開放政策の一環として市場経済化に対応する法制度の整備を進めてきている。92 年の憲法

制定以降、90 年代には多くの法律が整備されたが、基礎的法理論・立法技術の未発達や計画経

済的思考からの移行途上にあったこともあり、この時期に制定された多くの法律が短い期間で

の大幅改定を余儀なくされるなどの課題を抱えていた。これを受け、ベトナム政府は 00年から

02 年にかけて「包括的法制度整備ニーズ・アセスメント（Comprehensive Needs Assessment for 

the Development of Vietnam’s Legal System to the year 2010、LNA）」をわが国を含むドナ

ーの全面的支援により実施し、当国の法整備・司法分野全体の問題点の洗い出しを行った上で

その改善に向けた具体的方策の整理を行ってきた。こうした流れの中で、ベトナム共産党中央

委員会政治局は 2005 年に相次いで 2 つの重要な決議を発表した。そのうち第 48 号決議「法制

度整備戦略」は近代的な法治国家への転換と市場経済体制の確立を目指した 2020 年までのベト

ナム法整備及び法運用・法執行体制改善のための戦略を示しており、第 49号決議「司法改革戦

略」は同じく 2020 年までのベトナム司法制度改革の戦略を示している。両決議において注目す

べき点は、「法の支配」の確立が強調されていること、「法の支配」を支えるシステムとして司

法、特に裁判所の中心的な役割を強調し、その機能強化に重点がおかれている点である。また

「司法へのアクセス」強化の一環として弁護士の質的量的な拡充の方向性も示されている。 

ベトナムの法制度・司法制度改革に向けた政策が明確にされる一方でベトナムにおける法制

度・司法制度の改革の実現性に向けて解決しなければならない課題は引き続き多いと言わざる

をえない。立法分野においては、依然として法令の不明確性、非効率性、法令間の齟齬などが

見られる。司法分野においては、法曹三者とも特に地方レベルにおいて制定された法律内容が

十分に理解・普及されておらず、また裁判実務能力が不十分なレベルの人材が多く、依然とし

て不適切な裁判が行われている状況である。裁判官については、不十分な判決文の質、不明確

な判決による執行の滞留等が問題となっている。また、検察院も現場検察官の能力の向上が遅

れているために、適正な捜査監督に苦慮している。在野法曹である弁護士の育成、能力強化、

組織化も進んでいない。加えて、これまで我が国が協力を行ってきている国家司法学院につい

ても、ようやく共通カリキュラム及びテキストの策定が終わったものの、これらを使った授業

は０７年９月開始を予定しており、今後とも試行錯誤が続くと思われる。 

わが国はベトナムにおいて96年より主に民商事関連法案起草支援や法曹人材育成についてこ

れまで 10 年余り協力を行ってきた（法整備支援フェーズ１（96～99 年）、フェーズ 2（2000～



2003 年）、フェーズ 3（2003 年～2007 年））。我が国が起草支援した改正民法は 05年 6月に国会

にて可決・成立され、同じく支援を行った民事訴訟法は 04 年 11 月に国会にて可決・成立され

たほか、国家司法学院における法曹三者共通養成カリキュラム・テキストや法曹実務家を対象

にした実務マニュアルの共同作成などの成果を着実に挙げてきている。一方、上述のとおり整

備された法令を実務として遂行する現場においては制定された法令の趣旨が十分理解されてい

ない状況にあり、裁判実務や法執行実務の改善を図る必要性が浮き彫りになっている。今回の

協力では実務の改善に向けた中央当局からの支援体制の整備に支援の軸足をおきつつ、実務上

の課題からのフィードバックを意識した関連法令の改正・起草支援、法曹養成支援を包括的に

取り込んだ支援枠組みを策定した。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

上述のとおりドイモイ政策に基づく市場経済化に適合した法体系整備と法の執行・運用体制

整備のニーズは依然として高い。LNA並びに共産党中央委員会政治局決議第48号及び第49号は、

法制度の整備及び司法機関の人材育成を急務とする法整備・司法制度改革の長期戦略方針を示

しており、本プロジェクトは同方針に合致しているものと判断される。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

 本プロジェクトが該当する「法整備支援」については我が国の対ベトナム国別援助計画の方

針とも合致している。06年度版ＪＩＣＡ国別事業実施計画においても、「法整備支援」は重点目

標の一つである「制度整備」を構成する援助重点分野に位置づけられている。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

[プロジェクト目標] 

パイロット地区であるバクニン省において、司法機関の業務及び法曹の能力の改善に関する

経験を蓄積するとともに、その蓄積された経験を中央の司法機関、及び統一弁護士連合会が

吸収、分析して活用し、これにより、中央司法機関や統一弁護士連合会の実務を支援する体

制を改善し，それらの地方組織に対する指導、助言及び支援能力が改善される。 

[指標] 

＊ バクニン省における裁判実務の改善（裁判官による適切な訴訟運営、判決書の

質の向上、検察官・弁護士間の書面及び議論の質の向上） 

＊ 中央司法機関及び統一弁護士会から地方組織への支援体制・支援方法の改善 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

[上位目標] 

ベトナム全土で、裁判が、公平かつ説得力があり、透明で適切かつ一貫性のあるものとなる。

[指標] 



＊ 裁判内容が改善する（判決書の質の向上、判決破棄の割合の減少、滞留事案の

減少、検察官・弁護士間の書面及び議論の質の向上など） 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

【コンポーネント 1】 

[成果 1] 

パイロット地区であるバクニン省における地方司法機関及び法曹の裁判実務の能力が改善さ

れ、パイロット地区においてそのような能力の改善に関する経験が蓄積される。 

[成果 1 の指標] 

＊ バクニン省裁判官、検察官、弁護士の裁判実務能力が改善する 

＊ ワーキンググループにおいて問題点の洗い出し、能力改善に資する経験の蓄積

が行われる 

[活動 1] 

1-1 裁判手続における相互調整の問題に関する合同ワークショップを実施する。 

1-2（刑事及び民事の）模擬裁判を実施する。 

1-3 民事手続及び刑事手続の問題に関する共同報告書及び提言書の編集を行う。 

1-4 実務に関する地方の合意及びそれを法規範文書に反映させるための提言を作成する。 

1-5 成果 1 の活動に関する評価報告書を含む包括的報告書、及び成果 1 の活動の結果を他の管

轄区域で利用するための地方司法機関による提言書を編纂する。 

1-6 バクニン省における裁判・検察・弁護士活動のモニタリング及び結果報告書を作成する。 

1-7 法曹三者における実務的問題について、その解決策を共通認識し見出すためのワークショッ

プを実施する。 

1-8 事例研究を行う。 

1-9 法的文書作成（判決書、起訴状、告訴状など）に関するワークショップを実施する。 

1-10 日本が体得した知識を教授する。 

1-11 地方の法曹三者及び司法補助機関における相互調整の問題に関する合同ワークショップを

開催する。 

 

【コンポーネント 2】 

[成果 2] 

成果 1 の活動により得られた教訓と考え方をもとに、中央司法機関及び統一弁護士会の地方司

法機関及び弁護士に対する監督及び（あるいは）指導、支援に関する制度的能力が向上する。

 

[成果 2 の指標] 

＊ 中央司法機関及び統一弁護士会から地方司法機関及び弁護士への指導・支援ツ

ールが開発される。 

 

[活動 2] 



2-1成果1の活動のモニタリング及び成果1によりパイロット地区で蓄積された経験の情報を他

地域に提供する。 

2-2 中央司法機関及び統一弁護士会による成果 1の活動結果の評価を行い、地方司法機関及び弁

護士の能力改善、強化のために活動成果を利用することに関する総括的共同提言書を作成す

る。 

2-3 実務における判例活用方法のセミナーを実施する。 

2-4 成果１により達成された結果を評価し、その結果を地方裁判官の能力向上、強化のために利

用することに関する提言を作成する。 

2-5 判決書マニュアルの作成、修正及びその普及セミナーを開催する。 

2-6 判例集の編纂及び普及に関するワークショップを開催する。 

2-7 判例集の編纂及び普及システムに関する「青写真（詳細な計画）」を作成する。 

2-8 成果１により達成された結果を評価し、その結果を地方検察官の能力向上、強化のために利

用することに関する提言を作成する。 

2-9 最高人民検察院のアドバイス機能及びフィードバック機能の実務的問題について、その解決

策を認識し見出すためのワークショップを開催する。 

2-10 最高人民検察院のアドバイス機能及びフィードバック機能改善に関する「青写真」を作成

する。 

2-11 日本の検察庁の監督制度について習得する。 

2-12 捜査及び第一審に関する検察官マニュアルの修正及び控訴審手続きに関する検察官マニュ

アルについての作成を行う。 

2-13 検察官マニュアルについての普及セミナーを開催する。 

2-14 犯罪学センター設立のための予備研究に資する本邦研修を実施する。 

2-15 成果１により達成された結果を評価し、その結果を地方弁護士の能力向上、強化のために

利用することに関する提言を作成する。 

2-16 法律情報に関する統一弁護士会の実務的アドバイス機能及びフィードバック機能の研究ワ

ークショップを実施する。 

2-17 日本弁護士連合会の弁護士に対するサポートシステムを教授する。 

2-18 成果１により達成された結果を評価し，その結果を地方の司法関連職員の能力向上，強化

のために利用する。 

2-19 2005 年改正民法についての普及セミナーを開催する。 

 

【コンポーネント 3】 

[成果 3] 

必要かつ時宜に応じて、裁判及び執行実務の改善に役立つ法規範文書(LNDs)が策定される。 

 [成果 3の指標] 

＊ 協力対象となる関連法規範文書の成立状況 

 

[活動 3] 



3-1「一貫性のある法律起案」に関するセミナー、ワークショップ 

3-2 日本の民事訴訟制度及び行政訴訟手続制度に関するセミナーを実施する。 

3-3 改正民事訴訟法及び行政訴訟法の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

3-4 日本の刑事訴訟制度に関するセミナーを実施する。 

3-5 改正刑事訴訟法の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

3-6 国家賠償法の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

3-7 不動産登記法の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

3-8 担保取引令の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

3-9 判決執行法の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

3-10 日本の戸籍登録制度に関するセミナーを実施する。 

3-11 戸籍法の草案に関するセミナー及びワークショップを実施する。 

 

【コンポーネント 4】 

[成果 4] 

成果 1 及び 2 の活動により得られた教訓や考え方に基づき、法曹養成に必要な制度的能力を強

化する。 

[成果 4 の指標] 

＊ 国家司法学院で使用されるカリキュラム・テキストの質の向上 

＊ 国家司法学院における共通カリキュラム修了者のレベルの向上 

 

[活動 4] 

4-1 国家司法学院の講師が成果 1 及び 2の活動にオブザーバーとして参加し、国家司法学院の教

育プログラム、ノウハウに反映させるため、報告書を作成する。 

4-2 セミナー及びディスカッション形式の採用や、特定の法律問題、事例研究に焦点をあてた、

講師に対するモデル授業を行う。 

4-3 国家司法学院の法曹者共通カリキュラムで使用する教科書 4冊を改訂する。 

4-4 研修用ハンドブックの作成、編集を行う。 

4-5 民事執行官用マニュアルの作成、編集を行う。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

専門家派遣 

長期：チーフアドバイザー（検察官）、裁判官支援、弁護士支援、業務調整 

短期：裁判実務向上、民事訴訟法改正、行政訴訟法起草、国家賠償法、戸籍法、判決執

行法、法曹養成 

供与機材：パイロット地区関係機関への事務機器等 

本邦研修：検察制度比較研究、弁護士連合組織比較研究、民事訴訟法改正、行政訴訟法

起草、法曹人材養成のためのトレーナーズ養成 



在外事業強化費：各種ワーキンググループ/現地セミナーの開催、マニュアル等印刷、

プロジェクト事務所経費等 

② ベトナム側 

カウンターパート配置：プロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、連絡

調整担当、ワーキンググループメンバー 

専門家のための連絡事務室 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

＊ ベトナム政府が引き続き共産党決議 48、49 号で掲げている法整備・司法改革

を積極的に推進する。 

＊ 法曹関係者が引き続き高いモラルを持続させる。 

＊ 関連の政府機関、学識関係者が近代的法曹界の確立のために互いに連携する。

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 ドイモイ政策に基づく市場経済化に適合した法体系整備のニーズは依然として高い上、2003

年 3 月にベトナム政府の指示でまとめられた「包括的法制度整備ニーズ・アセスメント（LNA）」

報告書並びに 2005 年 5月及び 6月の共産党中央委員会政治局決議第 48 号、第 49号は、法制度

の整備及び司法機関の人材育成を急務とする法整備・司法制度改革の長期戦略方針を示してお

り、本プロジェクトは同方針に合致している。また、本プロジェクトは、我が国の対ベトナム

国別援助計画（2004 年 4月）及び JICA の国別事業実施計画（2005 年 12 月）の方針にも合致し

ており、政策的にも本プロジェクトによる支援の優先度は高い。 

またプロジェクト期間（～2011 年 3 月）は、越側が特に 2010 年を県級裁判所への権限委譲、

検察院の機構変更等の制度改革目標の節目の年としている点に対応しており、越側長期戦略の

タイミングにも合致している。 

 

（２） 有効性 

 本プロジェクトは、パイロット地区において現場の実務的な問題点の把握、分析、解決方法

の検討を行い、その経験や教訓を蓄積した上（コンポーネント 1）、中央機関においてその経験

や教訓を集約し、それを他の地区の司法機関職員の実務能力向上のための指導・支援体制の確

立に活用するとともに（コンポーネント 2）、法曹養成機関におけるカリキュラムやテキストの

改善の参考とするものであり（コンポーネント 4）、コンポーネント相互が有機的に関連して、

直接的に、法曹の実務能力改善のための体制整備及び法曹養成制度の整備というプロジェクト

目標に結びつく。また、「民事関連法令や刑事訴訟法等の制定・改訂の立法支援」（コンポーネ

ント 3）に関しては、ベトナム側の立法計画によるものである上、他のコンポーネントで得られ

た実務的な経験や教訓を反映させつつ、裁判所や検察院の組織機構、役割の改編などを企図す

るものであり、「法の支配を支える司法制度の整備」に大きく貢献するものである。 

またパイロット地区の設定に関しては、パイロット地区での経験や教訓を中央機関において

集約し、他の地区への指導・支援体制を強化するというアプローチをとることを意図しており、



処理事件の規模や内容面において平均的なレベルにあり、またハノイの近接地域であるバクニ

ン省を越側と協議の上、選定した。 

 

（３） 効率性 

 「立法支援」（コンポーネント 3）に関しては、起草支援を行う法案の制定がベトナム側の立

法計画に沿って行われるものであり、法案起草のための各種投入は立法化に結びつく可能性が

高く、効率性は確保されうる。また、その他のコンポーネントに関しては、ベトナム側の各機

関の強い要請に基づくものであり、パイロット地区における活動や中央における集約作業など

の全般にわたり長期専門家が中核として関与し直接働きかけることから、高い効率性が確保さ

れうる。さらに、これまで実施してきた法整備支援において、長期専門家による継続的な支援、

本邦研修・短期専門家による現地セミナー、TV 会議による国内支援関係者からの支援を有機的

に組み合わせた有効な支援が実施されており、従前の支援体制からも高い効率性が十分確保さ

れうる。 

 

（４） インパクト 

 「立法支援」（コンポーネント 3）に関しては、民事関連法令や刑事訴訟法などベトナムの法

制度整備戦略の根幹に対する支援であり、法治国家の実現及び市場経済に適合する法体系の整

備に大きなプラスインパクトを与えるものである。また、その他のコンポーネントに関しては、

中央機関がパイロット地区での活動を通じて実務能力改善に関する知識、経験を集約し、それ

を他の地方に効果的に波及させる体制を整備することにより、中期的にベトナム全土での実務

能力の向上に対して非常に大きなプラスインパクトを与えることが期待できる。 

 

（５） 自立発展性 

 LNA や共産党決議により、法制度整備や司法関連職員の能力向上、人材育成がベトナム国家の

重要な政策として認識されており、本プロジェクトの活動を通じて、各カウンターパートが法

制度、人材育成のための体制を整備し、その能力を強化することによって、プロジェクト終了

後もベトナム側が各カウンターパートを核としてさらなる立法、法制度の整備や人材の育成体

制などを自立的に発展させていくことが見込まれる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

該当せず 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 

（１）これまでの10年余りにわたるベトナム法整備支援からの教訓として以下の点を挙げたい。

① 長期専門家の現地におけるワーキンググループでの活動などを通じた共

同体制をプロジェクトのなかに組み込んでいくことは、先方の実務の改善

に向けた人材育成の観点から非常に重要且つ有効であり、本プロジェクト

でも共同体制の構築を進めていく予定である。 



② 上記①を専門的観点から支援するものとして、大学研究者、法曹実務家等

による国内支援体制の構築は必要不可欠。 

③ ベトナム法整備分野については多くのドナーが積極的な活動を行ってお

り、現地におけるドナー間の情報交換・共有は非常に活発に行われている。

他ドナーの協力との相互補完、相乗効果を進めることは重要であり、これ

まで同様、ドナーとの連携は積極的に取り組む必要がある。 

 

（２）なおベトナムからは長期研修員、留学生無償等により法律分野において多くの留学生を

受け入れ、司法省や最高人民裁判所等において帰国留学生が活躍しており、当国の法曹・司法

分野人材の底上げに寄与してきている。今後とも法曹・司法分野人材の裾野を強化・育成する

ことは重要であり、今回事前調査時に署名した M/M 上においても長期研修員の受け入れを JICA

として進めていく旨記載している。本協力と連携を図り、関係するベトナム側機関より留学生

を継続的に受け入れていくことが重要と思われる。 

８．今後の評価計画 

（１）中間評価：2009 年 4 月 

（２）終了時評価：2010 年 10 月 

（３）事後評価：2015 年 
 





1. 事前評価調査団の派遣 

 

1-1 調査団派遣の背景と目的 

 

 ベトナム政府は 1986 年のドイモイ政策開始以降、市場経済化への移行を進めており、さ

まざまな開放政策の一環として市場経済化に対応する法制度の整備を進めてきている。92

年の憲法制定以降、90 年代には多くの法律が整備されたが、基礎的法理論・立法技術の未

発達や計画経済的思考からの移行途上にあったこともあり、この時期に制定された多くの

法律が短い期間での大幅改定を余儀なくされるなどの課題を抱えていた。これを受け、ベ

トナム政府は 00 年から 02 年にかけて「包括的法制度整備ニーズ・アセスメント

（Comprehensive Needs Assessment for the Development of Vietnam’s Legal System to 

the year 2010、LNA）」をわが国を含むドナーの全面的支援により実施し、当国の法整備・

司法分野全体の問題点の洗い出しを行った上でその改善に向けた具体的方策の整理を行っ

てきた。こうした流れの中で、ベトナム共産党中央委員会政治局は 2005 年に相次いで 2 つ

の重要な決議を発表した。そのうち第 48 号決議「法制度整備戦略」は近代的な法治国家へ

の転換と市場経済体制の確立を目指した 2020 年までのベトナム法整備及び法運用・法執行

体制改善のための戦略を示しており、第 49 号決議「司法改革戦略」は同じく 2020 年まで

のベトナム司法制度改革の戦略を示している。両決議において注目すべき点は、「法の支配」

の確立が強調されていること、「法の支配」を支えるシステムとして司法、特に裁判所の中

心的な役割を強調し、その機能強化に重点がおかれている点である。また「司法へのアク

セス」強化の一環として弁護士の質的量的な拡充の方向性も示されている。 

ベトナムの法制度・司法制度改革に向けた政策が明確にされる一方でベトナムにおける

法制度・司法制度の改革の実現性に向けて解決しなければならない課題は引き続き多いと

言わざるをえない。立法分野においては、依然として法令の不明確性、非効率性、法令間

の齟齬などが見られる。司法分野においては、法曹三者とも特に地方レベルにおいて制定

された法律内容が十分に理解・普及されておらず、また裁判実務能力が不十分なレベルの

人材が多く、依然として不適切な裁判が行われている状況である。裁判官については、不

十分な判決文の質、不明確な判決による執行の滞留等が問題となっている。また、検察院

も現場検察官の能力の向上が遅れているために、適正な捜査監督に苦慮している。在野法

曹である弁護士の育成、能力強化、組織化も進んでいない。加えて、これまで我が国が協

力を行ってきている国家司法学院についても、ようやく共通カリキュラム及びテキストの

策定が終わったものの、これらを使った授業は０７年９月開始を予定しており、今後とも

試行錯誤が続くと思われる。 

わが国はベトナムにおいて 96 年より主に民商事関連法案起草支援や法曹人材育成につい

てこれまで 10 年余り協力を行ってきた（法整備支援フェーズ１（96～99 年）、フェーズ 2

（2000～2003 年）、フェーズ 3（2003 年～2007 年））。我が国が起草支援した改正民法は 05
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年 6 月に国会にて可決・成立され、同じく支援を行った民事訴訟法は 04 年 11 月に国会に

て可決・成立されたほか、国家司法学院における法曹三者共通養成カリキュラム・テキス

トや法曹実務家を対象にした実務マニュアルの共同作成などの成果を着実に挙げてきてい

る。一方、上述のとおり整備された法令を実務として遂行する現場においては制定された

法令の趣旨が十分理解されていない状況にあり、裁判実務や法執行実務の改善を図る必要

性が浮き彫りになっている。今回の協力では実務の改善に向けた中央当局からの支援体制

の整備に支援の軸足をおきつつ、実務上の課題からのフィードバックを意識した関連法令

の改正・起草支援、法曹養成支援を包括的に取り込んだ支援枠組みを策定することを中心

課題として案件の立ち上げに望んだ。 

調査団派遣の目的は以下のとおり。 

 

(1) 本プロジェクト要請の背景を確認し、プロジェクト実施の妥当性を評価する。 

(2) 協力のフレームワークとなる PDM 草案および、R/D 案についてベトナム側（以下、越側）

カウンターパート機関と協議し、合意を形成する。 

(3) 本プロジェクトを妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の観点で事前評

価を行う。 

(4) 上記協議事項の結果を協議議事録（M/M）に取りまとめの上、署名・交換する。 

 

1-2 調査団の構成 

構成（担当業務） 氏名 所属 

総括 桑島 京子 JICA 社会開発部第一グループ長 

弁護士支援 上野 攝津子 日本弁護士連合会 国際交流委員会副

委員長、弁護士 

司法制度 伊藤 文規 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

法曹養成 佐藤 直史 JICA 国際協力専門員、弁護士 

通訳 大貫 錦 日本国際協力センター 

協力企画 久保田 利恵子 JICA 大阪国際センター業務第三チーム 

 

1-3 調査日程 

2007 年 1 月 31 日～2007 年 1 月 10 日 （上野団員 2 月 4 日～2 月 10 日） 

日程詳細については付属資料 3「調査日程」参照。 

 

1-4 主要面談者 

付属資料 4「主要面談者」参照。 
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1-5 関係機関との協議結果概要 

 

 2003 年からの｢法整備支援プロジェクトフェーズ３｣に続く、新規プロジェクト要請に基づき、実

施の枠組み及び実施内容の妥当性を検討するため、本事前評価調査団は、ベトナム司法省

（MOJ）、最高人民裁判所（SPC)、最高人民検察院（SPP）、及びバクニン省人民裁判所、同人民

検察院、ハノイ市弁護士会、関連援助ドナー等との間で協議、意見交換、情報収集を行い、合意

事項をミニッツにとりまとめて、2月9日（金）11時より、司法省国際協力局ガット局長、最高人民裁

判所裁判理論研究所クオン副所長、最高人民検察院検察理論研究所モック副所長、と調査団長

（JICA 社会開発部桑島第一グループ長）との間で署名･確認した。 

調査･協議結果の概要は以下のとおり。 

 

（１） 次期プロジェクトの協力概要について 

対処方針に沿って、４つのコンポーネントからなる 4 年間（2007 年 4 月 1 日－2011 年 3 月 31

日）の協力について、関係機関との間で、「パイロット地区」の選定（バクニン省）を含め、基本的

な枠組みについて合意を形成した。プロジェクト目標、上位目標、成果等については、当初案と

の大きな変更はない。 

コンポーネントごとの主たる協議結果は次のとおり。 

 

(ア) コンポーネント１(パイロット地区での問題発掘･解決策検討・改善･モニタリングの経験蓄積） 

1） バクニン省をパイロット地区として選定し、以下の｢パイロット地区｣の概念を導入することにつ

いて、関係者間の基礎的合意ができた。｢パイロット地区｣の概念とは、各カウンターパート機

関別に組織されるワーキンググループ（以下、WG）において、実務上の問題点の発見、右で

洗い出された問題点への解決策、解決策の実務への適用、評価を継続的に行う、というもの。

活動結果を中央機関にもフィードバックすることによって中央機関は地方機関の実務上の問

題を把握し、適切な助言、指導を行うためのサポート体制の構築（コンポーネント２）に資す

る。 

2） なお、法曹三者を中心としたワーキング･グループ活動に集中することとし、司法省所管の民

事執行官や公証人、戸籍や不動産登録官等の実務改善に関するワーキング･グループの設

置は行わないこととした。また、バクニン省の弁護士会はまだ規模も小さいので、当面は、独

立した弁護士ワーキング･グループは設置せず、「裁判官ワーキング･グループ」、「検察官ワ

ーキング･グループ」の各セッションの議題に応じて、バクニンで活動する適切な弁護士人材

のオブザーバー参加を慫慂することから始めることとした。法曹三者に横断的にまたがる課

題については、法曹三者の｢合同セッション｣を開催し、その際に議論を行うことを検討するこ

ととした。また、司法省所管の民事執行関係者等については、これら実務と関連するテーマを、

法曹三者の合同セッションで取り上げる際に、事例検討や議論を合同で行う「拡大セッション」

として参加を求めることとした。 
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3） パイロット地区としては、ハノイに近接しており（ハノイ中心部より車で 1 時間弱）、取り扱う事

件の規模や内容面で平均的レベルにある地区として、バクニン省（人口 100 万人）を選定する

こととした。SPC、SPP はすでに組織内で同省をパイロット地区とすることを決定しており、省

の関係機関との情報共有や受け入れ体制準備が進んでいる。なお、司法省は、同省傘下の

職員に民法や民法関連の知識を普及することが最優先事項であり、そのためには、一地域

のみで平均モデルはつくれないとして、パイロット地区を 1 箇所に絞り込むこと自体に難色を

示したこと、また、SPC、SPP も、ベトナムの地域的な特性への配慮を求めたため、（「コンポー

ネント２」の活動となるが）年 1 回程度、北部、中部、南部地域で、パイロット地区でのファイン

ディングを紹介し、他地域からのフィードバックを得るためのセミナーを開催することとした。 

 

(イ)コンポーネント２(地方の法曹、司法局関係者に対する中央機関･統一弁護士会からの支援体

制強化） 

1） 司法省関連では、同省から強く要望のあった、地方機関職員に対する民法や民法関連法の

知識普及を目的とした普及セミナーを、北部、中部、南部で実施することとした。また、2007 年

1 月に施行された弁護士法で設置が規定されている｢統一弁護士会｣について、同省からは、

各単位弁護士会との協議のもと同省主導で準備しているが、設立準備委員会の設置はこれ

からであり、また、今後、訴訟における弁護士の役割・権限に関する｢合同通達｣について

SPC、SPP、公安などの関係機関と協議を始めたところであるとの説明があった。司法省から

は、「統一弁護士会」の設立･定着･弁護士支援機能強化に向けた支援を強調してほしいとの

要望もなされた。｢統一弁護士会｣の設立には、まだ今後少なくとも 1 年は要すると思われるた

め、統一弁護士会を想定していた地方弁護士に対する支援体制の構築については、当面、

司法省／設立予定の統一弁護士会、という表記で検討することとした。日本側としては、統一

弁護士会設立に向けた独立した支援活動は行わないが、定款や弁護士支援のあり方につい

て「日弁連の経験から弁護士支援活動を学ぶセミナー」などの活動を PDM 案に盛り込んでい

ることを確認した。 

2） SPC 関連では、地方裁判官への支援として、判例に対する理解向上を目的とした普及セミナ

ーやフェーズ３で完成した「判決書きマニュアル」の普及･改訂のためのセミナーの要望があり、

PDM 案に盛り込むこととした。 

3） SPP 関連では、地方検察官への支援として、フェーズ３で完成した｢捜査・第一審編検察官マ

ニュアル｣の普及セミナー、2011 年までに新規作成予定の｢控訴審・監督審・再審・刑事執行

監督編｣への支援を行う。また、犯罪統計整備や犯罪防止研究のための｢犯罪研究センター｣

設置支援への強い要望があり、情報提供等を行うことを確認した。 

 

(ウ)コンポーネント３(民法関連法令等、民訴･行訴法、刑訴法の改正･起草） 

1） 司法省関連では、第 3 フェーズからの継続支援（国家賠償法、不動産登記法（及び担保取引

登録令）、判決執行法）が要望され、これまでの協力の継続性もあり、起草への助言を含める
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こととした。また、戸籍法と、民法関連法令の下位規範の起草支援の要請がなされた。対処

方針では、協力内容が多くなるため、戸籍法は協力しない方針であったが、これまでの協力と

の強い関連性もあり、持ち帰り検討することとした。なお、下位規範は範囲も広いため、今後

の民法関連法令の立法化スケジュールの進展にともなう起草スケジュールを見たうえで、検

討することとした。 

2） SPC 関連では、民事訴訟法・行政訴訟法の改正･起草については、本年 11 月の国会で立法

スケジュールが決まるため、2008 年以降の活動計画で検討することとした。支援にあたって

は、短期間の本邦スタディ･ワークショップも有効と思われるため検討することとした。なお、

SPC からは、起草に関連して、本邦における長期研修についても要望があった。 

3） SPP 関連では、刑事訴訟法の改正･起草については、2011 年までに施行する必要があり、

2008 年または 2009 年までに立法化を考えているとの説明があった。改正にあたっては、SPP

長官をヘッドとする起草準備委員会と、SPP 検察理論研究所長をヘッドとする起草グループ

が設置されているとのことであり、比較法的観点から海外の刑事訴訟法を学ぶための現地セ

ミナーや、起草グループの短期研修（スタディ･ワークショップ）、諸外国の資料の翻訳などへ

の支援要望があった。特に、翻訳については、プロジェクト活動との関連が認められる範囲で、

現地専門家との協議で検討することとなることを確認した。 

 

(エ)コンポーネント４(国家司法学院（JA）における法曹人材養成） 

1） コンポーネント４の活動はコンポーネント１，２の活動からのフィードバックを受けると共に、

法案の制定・改正に伴ってカリキュラムや既存の 4 教科書（フェーズ３にて作成支援済みの

「民法」「民訴」「民事事件解決技法」「刑事事件解決技法」）を変更する必要性について、司

法省及び JA の理解を喚起した。国際法への助言についても、コンポーネント１，２の活動

において取り上げられる場合にのみ支援する点、学校運営や、IT 等の機材整備は支援し

ないことについて、司法省の理解を得た。 

2） なお、JA より講師と研修受講者に向けた心得や研修の方法をとりまとめた「研修ハンドブッ

ク」の作成への支援、「民事執行マニュアル」への作成支援が要請され、プロジェクト活動に

含めることに合意した。JA からは、内容面は、べトナム側の第三者評価もあり、日本側には

深くつっこんだコメントは求めないこと、目次・体系等のより包括的なコメントを歓迎するとの

説明があった。 

 

（２） 実施体制について 

1） パイロット地区については、バクニン省人民裁判所及び同省人民検察院に対し、調査団よ

り具体的な考え方、必要な体制について説明し、両機関の了解を得た。両機関からは、ワ

ーキング･グループの設置、メンバーの指名、連絡調整のための担当者の配置、会議室の

提供などについて、対応可能であるとの回答も得た。なお、バクニン省人民裁判所について

は、同行の SPC クオン副所長より、連絡調整のための事務機器等への支援や、同省裁判
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官の本邦長期研修などの機会につき、日本側の配慮が要望された。調査団としても、コピ

ー機器等の提供は、必要と思料するので、今後検討が必要である。 

2） 本プロジェクトは、司法省、SPC、SPP の三機関（統一弁護士会が設置された後は、加えて

4 機関となる）との合同プロジェクトであり、今次調査団期間中に、プロジェクトディレクター、

プロジェクトマネージャーを決定することはできなかった。司法省は、フェーズ３までは、全体

の調整機関を務めてきたが、次期プロジェクトは、司法制度改革の関連で、裁判所の役割

が中心となるため、SPC が調整機関となることを要望したが、SPC は体制が不十分だとして

固辞している。司法省によれば、べトナムの法律においては、プロジェクトの主たる管轄機

関を決め、関係機関は、実施機関として明確にする必要があり、次期プロジェクトについて

は、３月上旬までに、プロジェクトの主管機関を定めるとともに、同機関からプロジェクトディ

レクターを決定すること、また、プロジェクト実施機関（司法省、SPC、SPP）のそれぞれにお

いてプロジェクトマネージャーを配置決定し、JICA に連絡することを合意し、ミニッツに記載

した。 

3） 司法省は、ベトナムの法律によって、プロジェクト運営に関する「プロジェクト管理委員会」を

設置する必要があり、プロジェクト活動の調整、管理、指導、評価、実施の責任を負うとの

説明があった。パイロット地区での専門家活動なども、同「プロジェクト管理委員会」に報告

される必要があることを強調した。ミニッツにこの旨を記載することを主張したため、記載に

加えることとした。 

4） JCC の設置について合意したが、司法省の指摘により、JA をメンバーからははずす（司法

省の一部機関であり、同格でない由）こととした。 

5） 日本側からは、次期プロジェクトは、フェーズ３と同様のルールで、同規模の支援を考えて

いることを説明し、ミニッツに記載しておいた。 

 

1-6 案件概要 

 事前評価調査を終えた段階でのベトナム側と合意した案件概要は以下のとおり（別添資料 2-1

を参照のこと）。 

（1）協力の目標 

【上位目標】 

ベトナム全土で、裁判及び執行が，公平かつ説得力があり、透明で適切かつ一貫性のあるものと

なる。 

【プロジェクト目標】 

１つの選択された都市（又は省）において，司法補助機関の業務及び判決，執行実務に関する能

力の改善に関する経験を蓄積するとともに，その蓄積された経験を中央の司法機関，弁護士連

合会が吸収，分析して活用し，これにより，中央司法機関や弁護士連合会の判決，執行実務を支

援する体制を改善し，その地方組織に対する指導，助言及び支援能力が改善される。 
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（2）成果 

【コンポーネント 1】 

１つの選択された都市又は省（パイロット地区）における地方司法機関及び司法関連機関の裁判

官、検察官，弁護士及び司法関連職員の裁判、執行実務の能力が改善され，パイロット地区にお

いてそのような能力の改善に関する経験が蓄積される。 

1） 地方の裁判官の刑事、民事裁判における訴訟手続の実施技能及び判決書作成技能が改善

される。 

2） 地方の検察官の訴追及び刑事訴訟手続の技能が改善される。 

3） 地方の公証人が新しい公証実務の知識を獲得する。 

4） 地方の不動産登記官が新しい不動産登記制度の知識を獲得する。 

5） 地方の戸籍登記官が新しい戸籍登録制度の知識を獲得する。 

6） 地方の戸籍登記官が新しい戸籍登録制度の知識を獲得する。 

 

【コンポーネント 2】 

コンポーネント 1 の活動により得られた教訓と考え方をもとに，中央司法機関及び弁護士連合会

の地方司法機関及び弁護士に対する監督及び（あるいは）指導、支援に関する制度的能力が向

上する。 

1） 判例の活用技術が進展する。 

2） 地方の裁判官に対する判例及びその他の法律情報の提供，普及ノウハウが確立される。 

3） 「判決書きマニュアル」の内容が、要素１の結果を反映し，民事訴訟法改正及び刑事訴訟法

の改正，行政訴訟法の成立に応じて更新、充実される。 

4） 地方の検察官に対する法律情報の提供及び問合せに対する回答のノウハウが改善される。 

5） 控訴審、監督審、再審における検察官マニュアルが編纂される。 

6） 捜査及び第一審に関する検察官マニュアルの内容が、刑事訴訟法改正に応じて更新、改訂

され、同時に要素１の結果を反映する。 

7） 最高人民検察院の検察活動に関する情報源となる「犯罪学センター」を設立するため、予備

研究を実施し、その結果を編集する。 

8） 地方の弁護士に対する重要かつ有益な法律情報の普及及び問合せに対する回答のノウハ

ウが向上される。 

9） 地方の公証人に対する重要な法律情報の普及及び問合せに対する回答のノウハウが改善さ

れる。 

10） 地方の不動産登記官に対する重要な法律情報の普及及び問合せに対する回答のノウハウ

が改善される。 

11） 地方の戸籍登記官に対する重要な法律情報の普及及び問合せに対する回答のノウハウが

改善される。 

12） 地方の執行官に対する重要な法律情報の普及及び問合せに対する回答のノウハウが改善さ
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れる。 

 

【コンポーネント 3】 

必要かつ時宜に応じて、裁判及び執行実務の改善に役立つ法規範文書(LNDs)が策定される。 

1） 改正民事訴訟法、行政訴訟法及びその下位法規範文書の最終案を作成する。 

2） 改正刑事訴訟法及びその下位法規範文書の最終案を作成する。 

3） 新戸籍登録法の最終案を作成する。 

 

【コンポーネント 4】 

コンポーネント１及び２の活動により得られた教訓や考え方に基づき，法曹養成に必要な制度的

能力を強化する。 

1） 国家司法学院講師の基本的な実体法、手続法に関する法律知識、実務知識及び学習技能

術が改善される。 

2） コンポーネント１及び２の結果が、国家司法学院の教育プログラムに反映される。 

 

（3）活動 

【コンポーネント 1】 

1-1 共同活動：地方の裁判官，検察官，弁護士，司法関連職員 

 裁判手続における相互調整の問題に関する合同ワークショップ 

 （刑事及び民事の）模擬裁判 

 民事手続及び刑事手続の問題に関する共同報告書及び提言書の編集 

 コンポーネント１の活動に関する評価報告書を含む包括的報告書、及びコンポーネント 1

の活動の結果を他の管轄区域で利用するための地方司法機関及び司法補助機関による

提言書の編纂。 

1-2 地方の裁判官との活動 

 選択された都市/省の裁判所における裁判活動のモニタリング及び結果報告書の作成 

 事実認定、法の適用及び適正な裁判手続の実施に関する実務的問題について，その解

決策を共通認識し見出すためのワークショップ 

 事例研究 

 判決書きワークショップ 

 日本が体得した知識の学習 

1-3 地方の検察官との活動 

 選択された都市/省の裁判所における検察活動のモニタリング及び結果報告書の作成 

 証拠収集、立証活動、訴追及び公判手続における実務的問題について，その解決策を

共通認識し見出すためのワークショップ 

 事例研究 
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 起訴状、告訴状作成ワークショップ 

 日本が体得した知識の学習 

1-4 地方の弁護士との活動 

 選択された都市/省における弁護士活動のモニタリング及び結果報告書の作成 

 法律相談、証拠収集，立証活動及び公判手続における実務的問題について，その解決

策を共通認識し見出すためのワークショップ 

 事例研究 

 法的文書に関するワークショップ 

 日本が体得した知識の学習 

1-5 地方の司法補助機関との活動 

1-5-1 地方の司法補助機関との共同活動 

 選択された都市/省の執行官，公証人及び登記官の活動のモニタリング 

 相互調整，相互協力に関する裁判所，検察，弁護士との合同ワークショップ 

 司法補助機関の改善に関する共同報告書及び提言の編纂 

1-5-2 地方の公証人 

 公証に関連する民法の基本問題に関するワークショップ 

 実務問題に関する解決策について、共通認識し見出すためのワークショップ 

1-5-3 地方の不動産登記官 

 新不動産登記制度に関するワークショップ及び民法の関連基本問題に関する研究 

1-5-4 地方の執行官 

 新民事判決執行制度に関するワークショップ 

 民事執行の実務に関する解決策いついて、共通認識し見出すためのワークショップ 

 

【コンポーネント 2】 

2-1 共同活動 

 コンポーネント 1 の活動のモニタリング及び、それと同時にコンポーネント 1 によりパイロ

ット地区で蓄積された経験の情報を他地域に提供する。 

 中央司法機関によるコンポーネント１の活動結果の評価と，地方司法機関及び地方司

法補助機関の能力改善，強化のために活動成果を利用する総括的共同提言書の作

成。 

 実務における判例活用方法のセミナー 

2-2 最高人民裁判所との活動 

 判例集の編纂及び普及に関するワークショップ 

 判例集の編纂及び普及システムに関する「青写真（詳細な計画）」作成。 

 要素１により達成された結果を評価し，その結果を地方の裁判官の能力向上，強化の

ために利用する提言の作成 
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 改訂「判決書きマニュアル」仮案の作成，修正 

・ 要素１の活動のモニタリング 

・ 起草者，編集者，専門家の定例会議 

・ 日本人専門家の文書，口頭によるコメント 

・ 意見収集ワークショップ 

2-3 最高人民検察院との活動 

 最高人民検察院のアドバイス機能及びフィードバック機能の実務的問題について，その

解決策を共通認識し見出すためのワークショップ 

 アドバイス及びフィードバックシステム改善に関する「青写真」作成 

 日本の検察庁の監督制度の例を学習 

 要素１により達成された結果を評価し，その結果を地方の検察官の能力向上，強化のた

めに利用する提言の作成 

 「検察官マニュアル」（捜査及び第一審）の修正及び「検察官マニュアル」（控訴審手続）

の起草，校正及び編集 

・ 要素１の活動モニタリング 

・ 起草者，編集者，専門家の定例会議 

・ 日本人専門家の文書，口頭によるコメント 

・ 意見収集ワークショップ 

 犯罪学センター設立の予備研究のための本邦研修と必要な文書の作成 

2-4 弁護士連合会との活動 

 法律情報に関する弁護士連合会の実務的アドバイス及びフィードバック機能の研究ワ

ークショップ 

 アドバイス及びフィードバックシステムの「青写真」作成 

 日本弁護士連合会の弁護士に対するサポートシステムを学習 

 要素１により達成された結果を評価し，その結果を地方弁護士の能力向上，強化のた

めに利用する提言の作成 

2-5 司法省（公証，不動産登記，戸籍及び民事判決執行）各部局との活動 

 司法省のアドバイス機能及びフィードバック機能の実務的問題に対する解決策を共通

認識し見出すためのワークショップ 

 アドバイス及びフィードバックシステム改善のための「青写真」作成 

 日本の法務省民事局及び執行裁判所の例を学習 

 要素１により達成された結果を評価し，その結果を地方の司法関連職員の能力向上，

強化のために利用する提言の作成 

【コンポーネント 3】 

3-1 共同活動 

 「一貫性のある法律起案」に関するセミナー、ワークショップ 
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3-2 最高人民裁判所との活動 

 日本の民事訴訟制度及び行政訴訟手続制度に関するセミナー 

 改正民事訴訟法及び行政訴訟法の仮草案に関するセミナー及びワークショップ 

 日本人専門家のコメント 

 意見収集ワークショップ 

3-3 最高人民検察院との活動 

 日本の刑事訴訟制度に関するセミナー 

 改正刑事訴訟法の仮草案に関するセミナー及びワークショップ 

 日本人専門家のコメント 

 意見収集ワークショップ 

3-4 司法省との活動 

 日本の戸籍登録制度に関するセミナー 

 「戸籍登録法」の仮草案に関するセミナー及びワークショップ 

 日本人専門家のコメント 

 意見収集ワークショップ 

 

【コンポーネント 4】 

4-1 司法省，国家司法学院との活動 

 セミナー及びディスカッション形式の採用や、特定の法律問題、事例研究に焦点をあて

た、講師に対するモデル授業 

 コンポーネント 1 及び２の活動にオブザーバーとして参加し、国家司法学院の教育プロ

グラム、ノウハウに反映させるため、報告書を作成 

 国家司法学院の法曹者共通カリキュラムで使用する教科書４冊の改訂          

・ 起草者、編集者、専門家の定例会議 

・ 日本人専門家の文書、口頭によるコメント 

・ 意見収集ワークショップ 

 

（4） 投入（インプット） 

① 日本側 

専門家派遣 

長期：チーフアドバイザー（検察官）、裁判官支援、弁護士支援、業務調整 

短期：裁判実務向上、民事訴訟法改正、行政訴訟法起草、国家賠償法、戸籍法、判決執

行法、法曹養成等 

供与機材：パイロット地区関係機関への事務機器等 

本邦研修：検察制度比較研究、弁護士連合組織比較研究、民事訴訟法改正、行政訴訟

法起草、法曹人材養成のためのトレーナーズ養成等 
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在外事業強化費：各種ワーキンググループ/現地セミナーの開催、マニュアル等印刷、プ

ロジェクト事務所経費等 

② ベトナム側 

カウンターパート配置：プロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、連絡調整担当、

ワーキンググループメンバー 

専門家のための連絡事務室 

 

1-7 評価 5 項目による事前評価 

（１） 妥当性 

 ドイモイ政策に基づく市場経済化に適合した法体系整備のニーズは依然として高い上、2003 年

3 月にベトナム政府の指示でまとめられた「包括的法制度整備ニーズ・アセスメント（LNA）」報告書

並びに 2005 年 5 月及び 6 月の共産党中央委員会政治局決議第 48 号、第 49 号は、法制度の整

備及び司法機関の人材育成を急務とする法整備・司法制度改革の長期戦略方針を示しており、

本プロジェクトは同方針に合致している。また、本プロジェクトは、我が国の対ベトナム国別援助計

画（2004 年 4 月）及び JICA の国別事業実施計画（2005 年 12 月）の方針にも合致しており、政策

的にも本プロジェクトによる支援の優先度は高い。 

またプロジェクト期間（～2011 年 3 月）は、越側が特に 2010 年を県級裁判所への権限委譲、検

察院の機構変更等の制度改革目標の節目の年としている点に対応しており、越側長期戦略のタ

イミングにも合致している。 

 

（２） 有効性 

 本プロジェクトは、パイロット地区において現場の実務的な問題点の把握、分析、解決方法の検

討を行い、その経験や教訓を蓄積した上（コンポーネント 1）、中央機関においてその経験や教訓

を集約し、それを他の地区の司法機関職員の実務能力向上のための指導・支援体制の確立に活

用するとともに（コンポーネント 2）、法曹養成機関におけるカリキュラムやテキストの改善の参考と

するものであり（コンポーネント 4）、コンポーネント相互が有機的に関連して、直接的に、法曹の実

務能力改善のための体制整備及び法曹養成制度の整備というプロジェクト目標に結びつく。また、

「民事関連法令や刑事訴訟法等の制定・改訂の立法支援」（コンポーネント 3）に関しては、ベトナ

ム側の立法計画によるものである上、他のコンポーネントで得られた実務的な経験や教訓を反映

させつつ、裁判所や検察院の組織機構、役割の改編などを企図するものであり、「法の支配を支

える司法制度の整備」に大きく貢献するものである。 

またパイロット地区の設定に関しては、パイロット地区での経験や教訓を中央機関において集

約し、他の地区への指導・支援体制を強化するというアプローチをとることを意図しており、処理事

件の規模や内容面において平均的なレベルにあり、またハノイの近接地域であるバクニン省を越

側と協議の上、選定した。 
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（３） 効率性 

 「立法支援」（コンポーネント 3）に関しては、起草支援を行う法案の制定がベトナム側の立法計

画に沿って行われるものであり、法案起草のための各種投入は立法化に結びつく可能性が高く、

効率性は確保されうる。また、その他のコンポーネントに関しては、ベトナム側の各機関の強い要

請に基づくものであり、パイロット地区における活動や中央における集約作業などの全般にわたり

長期専門家が中核として関与し直接働きかけることから、高い効率性が確保されうる。さらに、こ

れまで実施してきた法整備支援において、長期専門家による継続的な支援、本邦研修・短期専門

家による現地セミナー、TV 会議による国内支援関係者からの支援を有機的に組み合わせた有効

な支援が実施されており、従前の支援体制からも高い効率性が十分確保されうる。 

 

（４） インパクト 

 「立法支援」（コンポーネント 3）に関しては、民事関連法令や刑事訴訟法などベトナムの法制度

整備戦略の根幹に対する支援であり、法治国家の実現及び市場経済に適合する法体系の整備

に大きなプラスインパクトを与えるものである。また、その他のコンポーネントに関しては、中央機

関がパイロット地区での活動を通じて実務能力改善に関する知識、経験を集約し、それを他の地

方に効果的に波及させる体制を整備することにより、中期的にベトナム全土での実務能力の向上

に対して非常に大きなプラスインパクトを与えることが期待できる。 

 

（５） 自立発展性 

 LNA や共産党決議により、法制度整備や司法関連職員の能力向上、人材育成がベトナム国家

の重要な政策として認識されており、本プロジェクトの活動を通じて、各カウンターパートが法制度、

人材育成のための体制を整備し、その能力を強化することによって、プロジェクト終了後もベトナ

ム側が各カウンターパートを核としてさらなる立法、法制度の整備や人材の育成体制などを自立

的に発展させていくことが見込まれる。 

 

 

1-8 団長所感 

（１） ベトナムは、94 年の国別特設研修の実施に始まり、日本の ODA による最初の本格的な

法整備支援を始めた国であり、本年 3 月末終了予定の｢法整備支援第 3 フェーズ｣にいた

る間に、改正民法を始めとした法令整備がなされ、また、検察官マニュアルや判決書きマ

ニュアル、JA における法曹三者合同カリキュラムなどの作成によって、法曹の実務面の

能力強化の基盤が整備されるなどの、成果が上がってきている。これは、本邦における

関係者の多大な尽力によるバックアップ体制によるものであり、また、現地において、歴

代の長期専門家が関係機関のキーパーソンとの間で築き上げてきた信頼関係の賜物で

あると痛感する。今回も SPC、SPP などの行き届いた説明、連絡などには、同機関とのコ

ミュニケーションがいかに円滑であったかがうかがえた。 
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（２） 次期プロジェクトは、「コンポーネント１（パイロット地区での問題発掘･解決策検討・改善･

モニタリングの経験蓄積）」、｢コンポーネント２（地方の法曹、司法省傘下の司法関係者に

対する情報支援の体制強化）｣、「コンポーネント３（民法関連法令等、民訴･行訴法、刑訴

法の改正･起草）」、「コンポーネント４（法曹人材養成）」の４つのコンポーネントの間の相

互の有機的つながりを念頭においた協力枠組みを考えており、ベトナム政府が 2020 年を

めざして進めようとする法制度整備と司法制度改革に沿ったものであり、4 年間の期間設

定も、2010 年までの制度改革目標の節目（民事、刑事を中心とした法規の起草･立法、第

一審の省級から県級裁判所への管轄移譲、弁論主義への移行に伴う検察院の役割･機

構変更など）と整合性をもった活動計画であると判断される。事前評価の結論として、十

分な妥当性が認められる。 

（３） 今回の協議を通じ、三機関（司法省、SPP、SPC）の間の温度差も感じられた。司法省か

らは、同省傘下の民事執行官や公証人、戸籍登録官の直面する課題は、改正民法や関

連法令に沿った実務の実施であり、「ワーキング・グループ」による「ケース･スタディ」など

を行う余裕はなく、改正民法の考え方を全国に幅広く普及し、実務担当者の能力や実務

の進め方を広く底上げすることが緊急課題であるとの認識が強く提示された。バクニン省

でのパイロット地区活動について十分な準備を進め、組織的なコミットがなされていた

SPC、SPP と比較すると、司法省は、「パイロット地区」アプローチによる実務上の問題点

の集約や中央からの支援体制の構築･改善には最後まで懐疑的であり、前 2 者の姿勢と

意識とは大きな隔たりがあった。司法省が行政の一部であり、各省以下の人民委員会と

の関係を含め、さまざまな行政法規や制約に縛られていること、中央から地方までひとつ

の指揮命令系統で動く SPC、SPP とは同格でない立場にある点については、今後も念頭

においておく必要があろう。 

（４） べトナムの法整備、司法制度改革に対しては、さまざまなドナーが援助を展開しているが、

民商事法に特化した起草支援を行ってきたドナーは日本のみであり、また、次期プロジェ

クトで地方展開を検討しているような、法曹三者の訴訟運営に関わる実務改善とそのた

めの中央からの支援体制の整備支援にも日本の協力の特徴がある。今回は、訪問･意

見交換が実現できなかったが、DANIDA は、裁判所、検察院に対する研修、裁判官の手

引き（ベンチブック）作成などの支援を行っており、また、判例整備のためのソフト、ハード

の支援を行っている。裁判所の事件処理の進捗管理のためのソフト開発をふくめ、CIDA

は、バクニン省を含む６つのパイロット地区における能力強化を支援する予定であり、こう

した協力との相乗効果が期待できよう。法整備･司法改革関連では、毎月のドナー会合な

どがあり、ドナー間の情報交換･共有が活発に行われている。現地においては、チーフア

ドバイザーを中心として、引き続き、ドナー間の情報共有をお願いしたい。 

（５） 統一弁護士会の動きに関しては、司法省主導の色が濃く、司法省司法支援局としては、

新規会長は司法省から指名することを考えている。ハノイ弁護士会副会長によると、全国

4000 人の弁護士がおり、ほとんどの省に弁護士会があるが、ハノイ弁護士会（1300 人）、
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ホーチミン弁護士会(1800 人)を除くと、だいたい 10 人程度が平均である。ハノイ弁護士会

副会長のいう弁護士会の把握する支援ニーズは、WTO 加盟に伴う、英語力のアップであ

り、国際法や国際取引に関する知識の向上とスキルアップであるが、一方で、こうした業

務が行えるのは、弁護士の１割であり、9 割は国内の仕事についている。バクニン省から

の聞き取りでは、法廷で弁護士がつく割合は、25%ほどとのことである。まだ、弁護士の社

会的ニーズも低く、社会的地位が確立できていないことが伺える。また、弁護士会に対す

る弁護士自体の期待も低いように思われる。弁護士会及び弁護士育成については、かな

りの長期的視野をもって捉えることが重要であろう。なお、sida（スウエーデン大使館に統

合予定）は長年法律扶助への支援をおこなってきたが、統一弁護士会設立支援も行って

おり、また上記（4）で記した DANIDA の協力においても、弁護士会支援が検討されている

由であり、弁護士会設立支援全体については、状況の把握が必要である。 
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２． 実施協議結果 

 

 2007 年 2 月に実施した事前評価調査時の協議結果を基に、プロジェクト立ち上げのための最終

的な実施協議が JICA ベトナム事務所とベトナム側関係機関との間で行われ、基本的な協力枠組

みについて正式に合意に至った。右協議に基づき、2007 年 3 月 30 日付で協力枠組み文書

(Record of Discussions)の署名がハノイにおいて JICA ベトナム事務所中川所長とベトナム側関係

機関（MOJ、SPC、SPP）との間で執り行われた（署名されたR/D及び M/Mは別添３を参照のこと）。

実施協議についての概要は以下のとおり。 

 

（１）実施体制について、プロジェクトの全体調整（プロジェクトディレクター）については司法省国

際協力局長とするとの通知がベトナム側よりあった。またプロジェクトの各機関の担当（プロジェク

トマネージャー）としては、司法省は国際協力局上級法律専門官、SPC については司法科学研究

所副所長、SPP については検察理論研究所副所長を任命するとの通知があった。 

（２）パイロット地区については、SPC 及び SPP に関連する活動について、バクニン省とすることに

ついて確認された。 

（３）事前評価調査時においてベトナム側から協力内容に含めてほしいとの要望がなされた戸籍

法及び民法関連法令の下位規範について、その協力可否について事前評価帰国後、日本側協

力関係者（この場合は特に本プロジェクト民法共同研究会委員等）と相談したところ、具体的な協

力内容、スケジュールといった実施可否を判断するために必要な情報が十分でないため、右情報

を待って最終的に日本として判断することとした。右日本側検討結果をベトナム側に伝え、理解を

得た。 

（４）同じく事前評価調査時に要望のあった最高人民検察院組織令に対する支援については、わ

が国法務省とも相談の上、協力に含めることとし、その旨ベトナム側に伝えた。 

（５）プロジェクト開始を円滑に進めるため、バクニン省人民裁判所及び同省人民検察院を対象と

したワーキンググループメンバーをできればプロジェクト開始時（2007 年 5 月まで）に選定すること

の必要性について両者で確認した。 

（６）プロジェクトに関連する経費（特に現地ベースで発生する翻訳料やセミナー開催費などの在

外事業強化費）については、フェーズ 3 プロジェクト期間中に日越で確認したルールに基づいて本

プロジェクトも運営するということを双方で確認した。 

（７）本プロジェクト基本計画中の活動 2-5 第 1 項の具体的活動内容として、ベトナム側（司法省）

から地方司法関連職員を対象としたスキル向上のための短期間トレーニングの実施について強く

要望があり、日本側も基本的に合意した。ただし、具体的な実施決定についてはそれぞれのトレ

ーニングコースについての詳細を両者で検討の上判断することとした。 

（８）Record of Discussion 上の文言としては主に以下の点について事前評価調査時より変更があ

った。該当箇所および変更理由については以下のとおり。 

①ANNEX I MASTER PLAN 

- 16 -



Activities 

1(For Component 1) 

1-4 Activities with lawyers 

- Monitoring of lawyers’ activities in Bac Ninh province and preparation of a report on the results 

after the establishment of the Working Group of Lawyers (下線部分を追記) 

（変更理由）プロジェクト開始段階では、弁護士関連について、統一弁護士会自体が未設立であ

ることもあり、ワーキンググループの立ち上げ時期が未確定であるため、本活動をプロジェクトとし

て正式に開始する条件について明確にした。ただし、本活動開始の準備として、日本人専門家

（弁護士）が関係機関・関係者と協議を進めていく必要がある点について、日本側の留意事項とし

て指摘した。 

 

②2-5 Activities with MOJ 

- Evaluation of the results achieved by expanded workshops under component 1 and utilization of 

the achievements for further development and enhancement of capacity of local judicial officials 

 （下線部分を追記） 

（変更理由）実施協議開始当初、ベトナム側（司法省）からは本活動項目自体の削除提案がなさ

れたが、日本側より本活動は法曹三者に加え地方司法関連職員も対象とした拡大ワークショップ

を通じて行われる活動を念頭においている旨説明し、その点を文書中に明らかにすることで合意

が得られた。 
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附属資料１－１． 

附属資料１－１．調査日程表 

 

  用務 宿泊先 

1 1 月 31 日（水） 15：55 ハノイ到着（CX791） 

18：00 JICA ベトナム事務所訪問 

事務所職員との打合せ 

ハノイ 

2 2 月 1 日（木） 9：00 現地専門家との打合せ 

11：00 大使館表敬 

14：00 MOJ との協議 

ハノイ 

3 2 月 2 日（金） 9：00 SPC との協議 

14：00 SPP との協議 

18：30 MOJ 主催夕食会 

ハノイ 

4 2 月 3 日（土） 団内協議 ハノイ 

5 2 月 4 日（日） 団内協議 

15：10 上野団員到着 

ハノイ 

6 2 月 5 日（月） 8：30 ハノイ人民裁判所法廷見学 

10：30 ティエップ氏面談 

14：00 MOJ（司法扶助局）との協議 

SPC 主催夕食会 

ハノイ 

7 2 月 6 日（火） 9：00 ハノイ弁護士会面談 

10：30 UNDP 訪問 

13：30 バックニン人民裁判所訪問 

（14：00）CIDA 訪問） 

15：30 バックニン人民検察院訪問 

18：00 渉外弁護士事務所訪問（ハノイ） 

（18：00 JICA・JDS 帰国研修員インタビュー） 

SPP 主催夕食会 

ハノイ 

8 2 月 7 日（水） 9：00 MOJ との協議 

14：00 MOJ,SPP,SPC との合同協議 

ハノイ 

9 2 月 8 日（木） 9：00 MOJ,SPP,SPC との合同協議 

15：30 SIDA 訪問 

ハノイ 

10 2 月 9 日（金） 11：00 M/M 署名式 

    団長主催昼食会 

14：00 JICA 事務所報告 

15：30 大使館最終報告 

20：00 ハノイ発（VN901）（桑島団長） 

23：40 ハノイ発（JL756）（伊藤、久保田団員） 

 

11 2 月 10 日（土） 00：10 ハノイ発（JL5136）（上野団員） 

00：10 ハノイ発（VN 954）（佐藤、大貫団員） 
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附属資料１－２． 

附属資料１－２．主要面談者リスト 

 

主要面談者 

＜日本大使館＞ 

・ 岡田智幸一等書記官 

・ 今井邦人二等書記官 

＜プロジェクトオフィス＞ 

・ 森永太郎専門家 

・ 國分隆文専門家 

・ 勝俣祐二専門家 

＜JICA 事務所＞ 

・  中川所長 

・ 東城康裕次長 

・ 池原いつか職員 

＜ベトナム関係機関＞ 

● Ministry of Justice 

・Mr. Nguyen Huy Ngat   Director Dept. of International Law and Cooperation 

・Mr. Doan Thi Bich Ngoc Expert of International Law and Cooperation 

・Mr. Nguyen Van  Luyen  Director of Civil Law Enforcement Department 

・Mr. Le Tres Soh  Expert of Civil Law Enforcement Department 

・Mr. Phan Huu Thu  Director of JA 

・Mr. Nguyen Thans Ting        Deputy Director of Civil & Economic Law Department 

・Mr. Tras Dong Tung    Deputy Director of National Agency of Secured Transcation 

・Mr. Nguyen Quoc Cuong  Deputy Director of Administration Law 

・Ms. Nguyen Kim Chi  Expert of JA 

・Mr. Nguyen Van Thao  Director of Department of Judicial Support 

・Mr. Le Hong Son  Deputy Director of Department of Judicial Support 

・Ms. Nguyen Thi Minh  Expert of Department of  

● Hanoi Bar Association 

・Mr. Tran Van Son   Vice Chairman of Hanoi Bar Association 

● Supreme People’s Court 

・Mr. Ngo Cuong   Deputy Director, Institute for Judicial Science 

・Mr. Tran Ngoc Thanh   Legal Expert, Institute for Judicial Science 

● Supreme People’s Procuracy 

・Dr. Khuat Van Nga  Deputy General Procurator 

・Dr. Le Huu The  Director of Institute for Procuratorial Science 
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・Mr. Le Tien    Prosecutor’s assistant-Project Officer 

・Mr. Nguyen Dang Chang Prosecutor’s assistant-Project Secretary 

・Ms. Hoang Chuy Hoa  Project Accountant 

● Bac Ninh Provincial People’s Court 

・Mr. Nguyen Gia Chien         Deputy Chief Judge of Bac Ninh Provincial Court 

・Mr. Do Van Dai                Judge, Director of Administrative Office 

・Mr. Nguyen Dang Cuong       Chief Judge 

・Mr. Nguyen Huy Du           Deputy Chief Judge 

・Mr. Nguyen Van Hong         Director of  Organization & Personnel Office 

● Vietnam International Law Farm / VILAF-HONG DUC 

・Mr. Tran Tuan Phong      Hanoi Managing Partner 

・Mr. Nguyen Duy Linh           Partner 

● JICA/JDS ex-participants 

・Ms.LUU Ngoc Anh   Legal Reform Assistance Project(CIDA) 

・Ms.NGUYEN Ngoc Anh Department of Civil and Economic Laws, Ministry 

of Justice 

・Ms.MAI Thi Kim Hue Department of Criminal & Administrative Law, 

Ministry of Justice 

・Mr.CHU Trung Dung Expert, Institute for Judicial Science, The 

Supreme People’s Court 

・Mr.LE Thanh Long Deputy Director General, International 

Cooperation Department, Ministry of Justice 

・Ms. LE Thi Kim Dung Vice Director of Expert’s Division, General 

Department of Civil Judgment Enforcement 

・Mr. Thanh Ngoc TRAN Assistant to Deputy Chief Justice of the Supreme 

People’s Court 

＜関係ドナー＞ 

・Mr. Luu Tien Dung    UNDP 

・Ms. Vo Thi Yen     CIDA 

・Ms. Charlotta Bredberg   SIDA 
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附属資料１－３－１. 

附属資料１－３－１． 

 

司法省との協議 

日時：2 月 1 日（木）14：05－16:00 

場所：司法省会議室 

出席者： 

＜ベトナム側＞ガット 国際協力局長、グエン 民事執行局長、トゥ JA 校長、クーン 行

政法律局長、ティン 民事法制局長、トゥン 国家担保取引局次長、チー職員（フェーズ

３のコーディネーター）、他執行局員 3 名 

＜日本側＞調査団員（上野団員を除く）、森永チーフアドバイザー、池原 JICA 事務所員、 

 

協議の概要： 

調査団より、日本側の対処方針に沿って考え方を説明。主たる議論は次のとおり。なお、｢コ

ンポーネント１｣のパイロット地区の設定の考え方について、ガット国際協力局長から強く

異論が示されたため、コンポーネント３以降の議論には至らなかった。 

 

１ パイロット地区の選定（コンポーネント１）及び地方支援体制（コンポーネント２） 

調査団より、パイロット地区での活動成果（コンポーネント１）を、中央機関で吸い上

げ（コンポーネント２）、さらに、全国に普及するアプローチを説明し、複数のワーキング

グループ（WG）による重層的かつ集中した活動を行うためには、リソースのキャパシティ

の観点からも、ハノイ近郊の 1 箇所に絞ることが適切ではないかと説明した。 

これに対し、ガット国際協力局長からは、現行のフェーズまでは、中央政府の体制づく

りを中心にしたものであったため、新たなプロジェクトでは、中央政府に対する活動を減

少し、地方政府への裨益を拡大したい、地方の状況は極めて多様であり、パイロット地区

を１箇所に絞ることはできない、また、ベトナム側のニーズは、民法の考え方を地方の実

務機関まで普及浸透し、職員の能力の底上げを図ることであり、パイロット地区でのケー

ススタディを行う必要はない、と述べた。ベトナム側には、すでに、司法省から地方に対

する支援体制も地方の問題を吸い上げる体制もあり、ベトナム側の専門家を活用すれば、

パイロット地区を一箇所に限る必要はないと強調した。北部（バクニン省）、中部（カイン

ホア省）、南部（ドンナイ省）の 3 箇所を提案する背景としては、１）中南部で研修を実施

すれば、周辺部の関係者を招聘でき効率的である、２）地域的特性にあった活動を実施で

きる、との説明があった。 

調査団から、新たなプロジェクトに期待する活動とは、地方における民法普及セミナー

であるのかと問うたところ、地方の実情を把握するためには、現フェーズでは行っていな

い社会調査などを実施できるとよい、などと述べた。 
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３ 法規範文書の起草･改正 

ガット国際協力局長より、地方に対する民法の普及のためにも、各種政令を整備し、地

方機関が日常的に実務に活かせるように指導することが重要であると述べた。（12 月 26 日

付けの司法省からのコメントにあった”documents guiding the execution of the Civil Code 

2005 and Judgment Enforcement Code”とは、政令を意味するとのことである） 

調査団からは、政令の整備は相当幅広いもので、支援の規模が大きくなるため、日本側

の対応は難しいと思われると回答しておいた。 

調査団より、国家賠償法、不動産登記法、判決執行法の 3 種についてはフェーズ３期間中

には草案が完成しないため、これへの支援要望を確認したところ、ガット国際協力局長か

らは、これまで支援を得てきているものでもあり、最終的に立法化されるまで、可能な範

囲、助言とコメントをお願いしたいとの要望が延べられた。 

(以上) 
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附属資料１－３－２． 

 

SPC との協議 

日時：2 月 2 日 午前 9 時 10 分～午前 11 時 15 分 

場所：SPC 会議室 

出席者：＜ベトナム側＞ 

ゴー・クオン SPC 裁判理論研究所副所長、タイン研究員 SPC 裁判理論研究所、国際協力

局  

＜日本側＞ 調査団員（上野団員除く）、森永リーダー、國分専門家、タイン法整備支援 III

プロジェクト職員、池原 JICA ベトナム事務所員 

 

調査団より、日本側対処方針に沿って考え方を説明。主な議論は以下の通り。 

 

コンポーネント１ 

クオン副所長：（３箇所選定の考え方） 

パイロット地区について日本側は 1 か所という提示だが，それは日本側のリソースが限定

されているからなのか。リソースとしてはベトナム、日本側両方にある。もっとも，パイ

ロット地区にはあまり複雑なところは選定したくない。他地域との差が大きい地域も望ま

しくない。例えば，ハノイ、ホーチミンでは全国の 3 分の 1 以上の事件数を占めており、

他裁判所にない複雑かつ特異な事件も扱っている。他の裁判所との扱う事件等の差が大き

すぎることが懸念され、相対的に他の裁判所と共通点が多い平均的な地域の裁判所をパイ

ロットとして選定することがもっとも望ましい。 

 

桑島団長：双方のリソースを最も理想的に投入することを考えると、プロジェクト事務所

に近いエリアで 1 箇所選定が適切と考えている。 

どういうエリアをパイロット地区に指定してどのような活動を考えてられるのかも今回協

議したい。平均的な裁判所を選定するという考え方もあるが、実際の訴訟運営の抱える問

題について問題点を抽出することも活動の 1 つであり、問題点の把握、抽出のできるある

程度の能力を有する裁判官などの人材が揃った場所を選定することも一案。平均的なレベ

ルの裁判所を選定する場合具体的な候補地はどこになるか。 

 

クオン副局長：バックニンを考えている。車で 30 分強でありハノイに近い。ところで，そ

れでも 3 箇所を選定したいといえばどうするか。 

 

桑島団長：双方リソースが限られているわけであるし、拡大セッションを実施し、それぞ

れのセッションでは 2 週間に 1 回，あるいは 1 か月に 1 回の検討がされる予定。3 箇所で
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その頻度で実施することは現実的に可能なのか。 

 

クオン副所長：前回の協議の際も 3 箇所を選定すれば他の業務量も加味すると膨大になり

すぎると当方からは発言している。文書では 3 箇所を積極的に提案しているが，これはべ

側、日側の意見が一致しているのか確認したかったからである。日側が 3 箇所で活動でき

ると言ってくれればまた別の問題につながるだろう。SPP や MOJ では別の意見が出るかも

しれないが，3 箇所選定することで発生する膨大な業務量を想定できていないのかもしれな

い。SPC としては、この点について日側と認識を共有していると考えている。ベトナムは

大きな国であるが、パイロット地区から全国への普及をどれくらいの頻度でできるかが課

題。自分は親日派過ぎるので他の組織で SPC がこのような話をしていたとは言わないで欲

しい。パイロット地区を 3 箇所設定するのは不可能だと考えている。中南部では各グルー

プ 1 回ずつのセミナー実施×３地域というところか。北部はハノイに集まれば良いし、交

通の便からは，中部はダナン、南部はホーチミンシティが良い。初年度で実施できるかは

不明。セミナーは成果を発表する場であるので、柔軟性をもって計画をしておくほうが良

いだろう。省級の裁判所をパイロットの対象にすることを考えている。省級裁判所の一部

の管轄を県級裁判所に移譲する予定であるが，2009 年までに移譲を完了できるように現在

努力している。だがまだそれほど進んでいない。バックニンが平均的であるという理由は、

事件の内容や数が平均的であることが挙げられる。バックニンには複雑な紛争事件等はあ

まりない。まだ人選はしていないが、見込みについては話せるだろう。SPC からもバック

ニンを候補地にすることについては承認を得ている。 

 

コンポーネント２ 

桑島団長：フェーズ２では裁判官マニュアルを作成しているが、次期プロジェクトに向け

てこれの改訂などを考えておられるか。パイロットの中・南部への普及は 1 年目には行わ

ず，判決書きマニュアルの普及を特にプロジェクトの 1 年目に重点的に整理するというこ

とでよろしいか 

クオン副所長：まだ具体的には考えていないが，マニュアルは今後まだ改善されていく必

要があり、判決のサンプルなども追加していく必要がある。判決書マニュアルの普及に関

するセミナーをパイロット地区以外でも実施して欲しい。中・南部で年に 1 回ずつくらい

か。判決書きマニュアルの活動についてはまだ普及しきれていない。また、判決書きマニ

ュアル改訂のためのセミナーの実施も考えてもらいたい。 

 

コンポーネント３ 

クオン副所長：今年１1 月に民訴、行訴の 2 つの法案は国会の立法計画への組み入れが承認

されることになるだろう。方向性としては一つの法律として制定される予定なので、基本

的な幾つかの条項についての修正のみ。2010 年の行政改革まで大きな改革内容を皆さん見
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ることになるだろう。プロジェクト期間は 2011 年までなので時期として良い。立法関係で

の本邦研修も実施してもらいたい。立法関係での本邦研修は経験上非常に有効である。（森

永リーダー補足）また、判例普及のセミナーも行うべきなのでは。判例の概要、使い方、

判例についての教育などをテーマに実施することが良いと考えている。判例の書き方につ

いては専門家の助言だけか、本邦研修は含まれていないのか。 

桑島団長：本邦研修の時期や内容については機動的に行えるようにしたい。日本側の当初

案では短期専門家の投入で、現地セミナーを実施することを考えていた。各年度に実施す

るセミナーは選択的に選んで実施したい。 

 

基本的なセミナーの考え方（SPC 対象） 

北部、中部、南部で実施するという考え方（3 箇所） 

１．判決書マニュアル普及セミナー 

２．判例普及セミナー 

３．判例書マニュアル改訂セミナー 

３．法律起草についてのセミナー 

 

（長期研修員制度） 

クオン副所長：本プロジェクトで大学院教育を受けられるようなスキームは無いのか。 

桑島団長：長期研修員もしくは JDS 研修員とプロジェクトの連携を取ることが望ましいと

考えている。共通認識として M/M に入れて、外務省に報告するということは可能。受入大

学の確保が必要であるが、JICA ハノイオフィスで必要に応じて対応する。 

 

（実施体制について） 

桑島団長：JCC を形成した際には SPC からも必ず 1 名参加して頂きたい。また議長の選出

もお願いしたい。 

クオン副所長：JCC への参加者は、局レベルでは自分が候補と考えられる。議長について

は 3 機関で議論する。MOJ は議長に SPC を推薦しているが、SPC は MOJ がそのまま実

施することが望ましいと考えている。裁判所は対外関係をどうするかなどまだ不確定要素

が多いし、SPC は政府の機関ではないので、SPC がベトナム代表として公式文書に署名す

ることは今のところ不可能。政府間の協力なので、MOJ が署名するべきだろう。なお、研

究所とは独立して、国際関係局が SPC 内に設置されることになる。今年 3 つ新しい部署（国

際関係局、婚姻家庭裁判局、総合局）が設立される。 

 

以上 
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附属資料１－３－３． 

 

SPP との協議 

日時：2 月 2 日（金）午後 2 時より午後 4 時まで 

場所：SPP 会議室 

出席者：＜ベトナム側＞ガーSPP 次長（表敬）、テー検察理論研究所所長、ティエンプロジ

ェクト事務所の専門家、タンプロジェクト事務所職員、ホアンプロジェクト会計担当職員、

モックプロジェクト担当職員 

 

＜日本側＞調査団員（上野団員を除く）森永リーダー、池原 JICA ベトナム事務所員 

 

はじめにガーSPP 次長を表敬訪問。今後、人材育成が主な課題の一つとなるため、本邦研

修がプロジェクトに含まれることの期待が示された。のち、調査団より日本側対処方針に

沿って考え方を説明。主な議論は以下の通り。 

 

モック職員：司法改革の中で SPP の役割は非常に重要であり、検察院は、組織強化，役割

の再編成とともに，立法関係では刑事訴訟法改正の任務を与えられることになる。そこで，

検察院のあるべき組織、役割を明確にするため世界各国の検察院の組織、役割などを研究

する必要がある。また，司法改革の中では検察院の組織、役割の再編成の観点からこのよ

うな新しい任務において検察官の能力を向上させることが大きな責務となっている。さら

に、SPP は今後犯罪統計の研究を行う主な機関として全国的な統計システム，犯罪研究デ

ータを収集し，他の司法機関によるデータをも合わせて統一的な犯罪統計を行うとともに、

犯罪防止の研究を行う予定である。現在も研究課は存在しているが、現行の設備、職員の

数など今後のニーズに応えられるキャパシティがない状況。よって以下を次期プロジェク

ト活動内容として提案する。 

 

・ 検察活動について研究 

・ 統計や犯罪学などの研究を基にした公式なデータの発表 

・ 検察官マニュアル（捜査、起訴及び第一審公判に関する第 1 分冊は既に編纂が終了して

いる。今後、控訴審、監督審、再審及び刑務所関係の第 2 分冊を作成する予定であり、

第 1 分冊についても司法改革に沿って順次改訂していく予定である。） 

上記検察官マニュアル第 1 分冊は 8000 冊ほど印刷して地方の検察院に配布しており、非常

に高評価を得ているところ、地方及び裁判所や教育関係の職員から更なる増刷を要望され

ている状況である。第 2 分冊の出版、第 1 分冊の更新をすることが効果的であり、2010 年

までにこれらの計画が実施できることを望んでいる。 
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コンポーネント１ 

桑島団長：第 1 分冊の改訂、第 2 分冊の編纂については具体的なスケジュール、ボリュー

ム、内容について教えていただきたい。 

モック職員：2008 年に刑事訴訟法が改訂される。また 2008 年の時点で SPP の新しい機構

体制を発表する必要がある 2008 年に向けて刑事訴訟法、検察法の起草委員会を設立し、改

正の内容を特定しなければならず、刑事訴訟法は 2008－2009 年に改正されるまでに段階で

マニュアル第 1 分冊が改訂され、同時点で第 2 分冊が運用されることを期待している。ま

た、コンポーネント１、２の実施のためにはパイロット地区の活動は重要である。1 箇所に

限定すれば検察官のマニュアルの編纂に十分な知識や能力が結集できるか疑問がある。

DANIDA では 6 省を対象にセミナー等の支援活動をしてもらっており、追って９省選定す

る予定であるが、これくらいの数が無ければ、十分な情報が収集できないのではないかと

思案。北部、中部、南部の 3 箇所程度選定していただける事が望ましい。 

 

桑島団長：リソースの観点からパイロットは 1 か所に設定するのが現実的である。しかし，

他地方からの情報収集、あるいはパイロット地区での知識、経験を他地方に普及させるの

はコンポーネント 2 でフォローできる。 

 

コンポーネント 2・３ 

（刑事訴訟法改正） 

桑島団長：刑事訴訟法の改正、内容的にはどのようなものか。 

モック職員：中心となる部分は裁判所の組織機構、任務・役割が変更することに伴う検察

院、捜査機関の機構の再編成である。変更後の組織イメージは日本の裁判所の簡裁－地裁

－高裁－最高裁というシステムと同様になると考えられ、検察院も併せて組織体制を変更

する。現在は県レベルの裁判所は行政レベルであるが、今後は県レベルを統合して一地方

（地域）に一裁判所といったイメージ。統合後の「地域裁判所」が第一審を担当し、省級

は第一審及び地域裁判所の直近裁判所としての控訴審を担当し、上審裁判所（日本の高裁

イメージ）は控訴審を，最高裁は監督審を専ら担当することになる。こうした裁判所の再

編に伴って検察院も組織再編を行う必要がある。また，審理の内容としては，弁論主義を

導入する予定である。検察院の役割としては，捜査段階では，とくに警察に対する捜査の

指導のあり方を明確に規定し，公判段階では，現行の裁判官主導の尋問形態を見直し，検

察官が主尋問を行う当事者となる方向で見直しを図る予定である。これは裁判官，検察官，

弁護士，被告人の刑事訴訟における役割を大きく変化させることを意味しており，刑訴法

全般にわたる大きな改革になる。 

 

森永リーダー：理解が間違っていたら指摘して欲しい。現在，SPC において監督審，控訴

審を行っているが，改革によって控訴審部分の機能を上審裁判所として全土に振り分ける
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ことになるか。現在は巡回裁判所があるが，常設の上審裁判所を増やす考えか。 

モック職員：上審裁判所を地方別に増やし、日本の高等裁判所のような機関となる。 

テー所長：10 か所以上の上審裁判所を設置し，北部，中部，南部という区分けではなく，

より地域の区分けを多くして西北部、東北部など細分化して地域ごとの上審裁判所を設置

する考えである。巡回裁判所では地方を回って中央に帰ってから判決書きを書くので判決

が遅い。上審裁判所を設置して巡回裁判は行わない方向で考えている。ただ、事件の数、

交通手段、人口なども区分けに際しては考慮に入れる必要がある。現在存在する 600 あま

りある裁判所は統合して全体的な数は減少する。二審制については変更する予定はない。 

伊藤団員：パイロット地区をバックニンにした場合、組織改革によってパイロットの活動

に支障をきたすようなことはないか。 

テー所長：人員体制の変更なども考えられるが、まずはやってみないと分からない。 

森永リーダー：組織をどのようにしたらいいかというのを一緒に検討していき、実際の変

更は 2010 年以降であると認識しているが。 

森永リーダーその通りである。 

伊藤団員：検察の役割について、訴訟の構造についてもう少し詳細に教えて欲しい。 

モック職員：裁判の形態が変わり、検察官が尋問し、弁護士が弁論するようになり、ベト

ナムにとっては大きな変革となる。尋問の段階を終えて、弁護士、被告人側から質問され

れば、検察官はそれに返答するし，裁判官は補助的な尋問しかしないことになる。検察官

は自らいろんな質問をしなければならないようになり、弁護人、被告人からの質問に対し

て、ただちに回答しなければならない。 

伊藤団員；現在のベトナムでは起訴状とともに捜査記録を裁判所に提出しているが，日本

でいう起訴状一本主義，つまり起訴時には捜査記録は裁判所に提出せず公判段階での立証

で捜査記録を出していくという制度に変えていくことは考えているか。 

モック職員：捜査記録などは前もって裁判所に送付しなければならない点は変更する予定

はない。真実を発見する義務は裁判所も負っており，裁判官は記録を前もって読まなけれ

ばいけないし，裁判官が最初から最後まで黙って聞いているだけということではない。犯

罪を証明する機関は、裁判所、検察官であって、裁判所が何もしないということではない。

検察官書類として全ての書類をまとめて裁判所に起訴時に提出し、検察ではその写しをも

って検察手続きや裁判手続きに使われることになっている。今まで話したことはこれまで

のセミナーの内容に基づくものであるが、実際の変更内容は最終的には国会で通過した法

案による。 

 

（刑事訴訟法改正の編集委員会） 

モック職員：国家レベルで編纂委員会が設立される。委員長は SPP の長官が兼任すること

となる。他メンバーは公安省大臣、司法省大臣、裁判所長官である。ベトナム法律家協会

会長が場合によってメンバーとなる。また，編纂委を円滑に運営するため、実務的な編集
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班が編成され、それぞれの専門家が就任する。班長は SPP 検察理論研究所所長であり、そ

の他メンバーは SPP、SPC、司法省、弁護士会などから構成されるが、一方で各機関レベ

ルでの改正案も編纂しなければならない。 

 

（本邦研修（スタディツアー）、セミナーの実施） 

モック職員：SPP 長官の指示によると、2007-08 年に外国へのスタディツアーを派遣しな

ければならない。スタディツアーは日本以外にも、フランス（訴訟法関係、司法機関の組

織研究を実施。司法改革の一部としての活動）への調査団が先ごろ派遣された。国内での

専門的セミナー（ベトナム人のみのセミナー及び外国人専門家も参加するセミナーの 2 種

類が考えられる）、外国へのスタディツアー、諸外国資料の翻訳などの活動を予定している。 

 

（関連資料の翻訳） 

モック職員：外国の関連資料の翻訳についても協力頂きたい。具体的には、現在行ってい

る諸外国の検察院の組織、機構についての資料をベトナム語に翻訳して出版している活動

の継続である。外国語の資料を関係者で共有してフィードバックし合う趣旨である。翻訳

の趣旨を理解して頂き、長期専門家と具体的な話を協議させてほしい。各ドナーと議論し

ているので、重複は起きない。既に検察官マニュアル、犯罪白書なども日本から入手して

いるので翻訳を個別の投入として要請するわけではない。 

桑島団長：翻訳については、日本のプロジェクトであるので、日本の資料以外を翻訳する

ことは考えにくい。専門家の活動に必要な資料を翻訳することはありえるが、ベトナム語

への翻訳は SPP 側でお願いしたい。 

 

（JCC 体制） 

モック職員：JCC メンバー人選については後ほど回答する。ハイレベルの参加が必要であ

れば現状どおりガー次長が参加するが、局レベルからの参加でも可能。局レベルの方がフ

レキシブルかもしれない。参加者が省の首脳レベルから局レベルに変わっても組織内での

検討プロセスは同じことである。（モック） 

以上 
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Thiep 弁護士とのミーティング 

日時：2 月 5 日（月）10:30-12:00 

場所：Nguyen Huy Thiep & Associates 法律事務所 ３階会議室 

参加者：Nguyen Huy Thiep 弁護士 

 調査団員（久保田団員を除く） 

 

１ 統一弁護士会 

・ 弁護士法は２００７年１月１日より施行されたが、まだ下位規範である政令・通達等が未制定。

Thiep 弁護士は、直ちに統一弁護士会を設立することが、最大の課題であると考えているが、

まだその兆しもない状況。 

・ 統一弁護士会の関係では、ハノイ弁護士会が主催し、全国の地方弁護士会の指導者を招待し

てセミナーを開いたこと、及び、２００６年１２月にベトナム法律家協会が主催したセミナーで

中央関係機関（SPC,SPP,公安省）と統一弁護士会の組織、機能、人事、予算、研修をする権

限の５つの点について議論がなされた程度。まだ設立委員会も出来ていない。 

・ ベトナムでは、これまでの歴史の中で統一弁護士会が設立されたことがない。従って、活動方

法や人事につきノウハウがないことも、設立を困難としている。その点で、特に日本の支援を

期待している。 

 

２ 地方弁護士会 

・ 全国各省と特別市に弁護士会が設立されているはずである。しかし、実際には   省などの４

省においては弁護士会が設立されていない。主な原因は、少数民族が多く社会生活のレベ

ルが低いなどにより、弁護士業務の需要がなく、弁護士数が少ないことにある。 

・ 現在、ホーチーミン市には弁護士が１８００人、ハノイ市が１３００人で活発に活動しているが、

その他の省では弁護士数も１０人前後と少ないため、地域間で大きな格差が生じている。 

・ Thiep 弁護士は、一つの市･省では対象となる弁護士の人数が少なく非効率的になるので、地

域をまとめて人材育成をしたほうがよいと考えている。ある程度の広い地域になれば育成対

象となる人材を集めることができるはずである。 

 

３ 弁護士業務を行っている上での課題 

・ 関係機関の弁護士に対する認識を改め、弁護士の立場･役割・地位の正しい認識がなされれ
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ば、全ての業務上の課題が解決すると思われる。 

・ 法曹三者の共通カリキュラム 

  共通カリキュラムにより法曹三者が相互の役割を認識できる。しかし、共通カリキュラムは現在

予定されておらず、弁護士法においても共通の育成は可能になっていない。 

・ 弁護士の業務に対する国民のニーズが少なく、弁護士を依頼する･弁護士に相談するという習

慣がない。企業ですら取引に際して弁護士の助言を得る必要性を認識しておらず、問題が生

じてから弁護士に助けを求めてくるが、それでは手遅れの場合も多い。企業全体の法律に対

する認識・コンプライアンス意識が低い。(例：ベトナムのサッカー連盟がFIFAとの紛争に負け

た後で相談を受けた。連盟が FIFA の規則のある規定に違反したとの問題であったが、連盟

は FIFA の規則を全く見ていなかったため、違反が生じていた。) 

 

４ JA で講師をした経験に基づく法曹育成の課題 

  教育の質的向上が必要である。そのためには 

①適正な教育内容とするため教材を改良し、教員を訓練することが必要 

②職業訓練であることから理論に精通した実務家が教えることが有用であるが、このよう

な実務家は少ない。 

 この問題を解決するには、大学の講師が弁護士を兼任できるようにすればよい。 

 ８７年の弁護士法令では、公務員と弁護士を兼任できたが、２００１年の弁護士法令で兼

任が禁止された。そのため、国立大学の講師の多くの者が弁護士業務を続けるため講

師を辞職した。反対に、講師を続けるため弁護士を辞めた者もいる。私立大学の講師と

弁護士の兼任は許されているので、特例を設けて国立大学の講師も弁護士を兼任でき

るようにするべきである。 

 

５ Q&A 

調査団：統一弁護士会の活動について、特に弁護士の能力向上・育成について、どのように考

えるか。 

Thiep 弁護士：弁護士の育成は各弁護士会で行っている。ハノイ弁護士会は規模が大きいので

色々なセミナーを行っている。地方の弁護士会はメンバー数が少ない上、地元で活動しない者

もいる（例えば、バクニン省の弁護士でハノイに来て業務を行っている者もいる）ので、困難。 

調査団：次プロジェクトは、中央から地方への支援体制構築を予定している。どのような支援体

制を構築すればよいか、意見をお願いしたい。 

Thiep 弁護士：政府、特に MOJ に対して統一弁護士会の設立につき提言してほしい。設立が遅
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れている原因はそこにある。弁護士にとって国レベルの統一的活動をすることが重要である。

全国組織の統一弁護士会が出来れば、そこが支援の窓口となることが出来る。 

調査団：統一弁護士会設立に向け MOJ はどのような準備をしているのか。 

Thiep弁護士：担当はMOJの弁護士管理局だが、まだ殆ど形になっていない。統一弁護士会に

関する案がセミナーで提出されたが、当該案は弁護士の実務にマッチしていないとの意見が続

出した。 
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司法省（MOJ）との協議 
日時：2 月 5 日（月）午後 2 時 15 分から 
場所：MOJ 会議室 
出席者：＜ベトナム側＞タオ局長、ソン専門家、ミン局専門官、ゴック ICD 職員 
＜日本側＞調査団員 
 
調査団より、次期プロジェクトについて対処方針に基づいて概要を説明。主な議論は以下の通

り。 
 
（統一弁護士会設立について） 
組織の名称は未定だが、連合団などの名前が考えられる。立法の段階でも弁護士連合組織の設

立について議論があった。MOJ としても 2006 年初旬から組織設立案（提案）の作成に着手し

ており、2007 年 1 期に草案が政府に提出される予定。草案が政府承認したのち、臨時委員会を

設立し、全国弁護士組織の定款の作成、弁護士組織に関する文書の作成などを行う。膨大な準

備を要するため 2007 年年末にならないと統一弁護士会は設立されないだろう。現在は、MOJ
―弁護士会で定款のあり方、全国組織の事務所の所在などについて議論している段階である。

弁護士組織設立の緊急性については認識しており、行政管理機関としても設立は望ましい動き

であると考えている。知識普及などの講習の開催も統一弁護士団が担当することとなるだろう。

弁護士を養成する唯一の機関は JA であり、弁護士法の中に弁護士養成のための組織は弁護士

会、MOJ、JA が連携し教育することと規定されている。キャパシティが許されるのであれば、

統一弁護士団が JA と同じような機能を持っても良いと考えている。一方、統一弁護士団が設

立されても JA のような機能を持つことは先の話だろう。しばらくは国家からの弁護士教育が

重要となる。 
 
（MOJ の弁護士会設立支援について） 
弁護士団の事務所の提供、弁護士団の活動予算を提供などである。山間地から弁護士を希望し

ている人が居る場合は無料で弁護士養成教育を実施したり、テーマ別知識更新のための講習に

ついても MOJ が担当している。講習については、外国の援助機関などとも協力している。12
月に開催された知識更新セミナー（全 3 回）は、British Council と協力しヨーロッパ法につい

てのセミナーを実施したが、現在の活動は十分だとは思っていない。各地域弁護士団からは

MOJ が全国弁護士会の指導的存在になってほしいという要望が出ている。司法大臣が弁護士団

の団長を務める例としてはタイやカナダの例が挙げられるが、国家と弁護士自身の自治を組み

合わせて弁護士を管理していかなければならない。仮に今年末に統一弁護士団の設立が決定し

ても、MOJ はこれまでと変わらず弁護士支援を続けることになるだろう。紛争解決、違反処理

なども統一弁護士団が設立された後も MOJ が関与する。 
 
（政令案の制定について） 
政令と通達は総理大臣の手元にあるので、今週もしくは来週中には署名されることになるだろ

う。個別に指導などが必要になる部分（？）のみ、政令や通達において抜粋されている。政令

と通達が基本であるが、これに留まらず刑事事件、民事事件、両性事件など弁護士の活動効果

を高めていく必要がある。訴訟における弁護士の機能を高めるため、裁判所、MOJ、公安署、

SPP、SPC が連携し、弁護士の役割、権利、責任についても言及した合同通達となる予定であ
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る。通達レベルの法規文書ではあるが、関係機関が連携して作成している意義を考えても合同

通達は格の高い文書としてとらえている。通達と政令は MOJ が担当し、同時進行で文書を作

成するが、政令が発行されて直ちに通達が 合同通達というのは法律を制定するための指導文

書である。機関間の利害関係が係るため調整が難しいが、2007 年末までには合同通達ができる

だろうと考えている。 
 
（日弁連への協力要請） 
日弁連に協力いただきたいのは、ベト弁連の定款の作成についての支援である。定款作成の際

には全国弁護士団（62 団体）の関与が必要となる。意思決定は 62 全ての機関の同意が必要と

なる。定款を編纂し、62 団体の一致した意見を求めたいところであるが難しいところである。

このためには様々なセミナーを開催する必要があるだろう。 
 
 

以上 
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法務省との協議 

日時：2 月５日（月）14:00- 

場所：法務省 

参加者：タウ局長（MOJ Lawyer Administration Department） 

 ソン局次長(日本での研修経験あり) 

 ミン氏（局専門家、オーストラリア留学中） 

 調査団員 

 

主要協議事項：弁護士法の施行に伴う統一弁護士会の設立にむけた準備状況について 

 

１ 統一弁護士会の設立スケジュール 

 ・ 統一弁護士会の名称については未定である。 

 ・ 弁護士法に統一会の設立が規定されているので、MOJ は 2006 年から設立案に着手し、セミ

ナーなどを開催してきている。 

 ・ 設立案には総理大臣の承認が必要で、今年第 1 期に政府案を提出する予定。その後、設立

のための臨時委員会（MOJ と弁護士がメンバー）を設立し、①定款作成、②統一弁護士会

の事務所の設置、③統一弁護士会の組織につき準備が必要。 

 ・ 委員会の事務局は MOJ におく。 

 ・ 従って、設立は早くても 2007 年第 4 期になる見込み。 

 ･ 弁護士は統一弁護士会設立の必要性を認識している。 

 

２ 統一弁護士会設立に対する MOJ の支援・関与 

 ・ 統一弁護士会の設立については、MOJ が政府より委託を受け、地方の弁護士会と連携して

設立案を作成し、政府に提出する予定。 

 ・ 弁護士法では、下記のような国の支援・管理と弁護士自治の組み合わせによる弁護士の管

理が規定されている。 

  １）弁護士業の発展支援 

  ２）弁護士育成教育機関（JA）の運営 

  ３）弁護士免許の発行 

  ４）弁護士に関する紛争解決の最終的機関 
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   また、ドナーの弁護士会に関する支援の窓口も MOJ。従って、少なくとも５－１０年は MOJ の

関与が必要。 

 ・ このような状況の下、弁護士会から MOJ に統一弁護士会の指導部に参加してほしいとの要

望がある。例えば、タイとカナダに先例があるので初代会長は MOJ の大臣又は次官にな

ってほしいとの意見がある。 

 

３ 統一弁護士会の活動についての MOJ の認識 

 

 弁護士法で統一弁護士会は①全国の弁護士の代表者としての活動と②研修・教育を含む全国

の弁護士の管理を行うことになる。  

 

４ 合同通達 

  現在、MOJ、SPP、SPC 及び保安省が協議して弁護士業務に関連する合同通達を準備してい

る。07 年末までに出される予定。このように関係機関が合同して通達を出すことは稀であり意義

がある。弁護士法 22 条―31 条で弁護士の活動につき規定されているが、詳細なものではないの

で、合同通達で補完する。通達では、起訴前弁護の実務の改善（刑訴法上は起訴前弁護の権利

が被告人に認められているが、この権利が適正に行使される実務の状況でない）、弁護士の弁

論・証明責任等が規定される予定。これらの点は、弁護士の意見を反映させる予定。 
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ハノイ弁護士会副会長との協議 

日時：2 月６日（火）9:00- 

場所：法務省 

参加者：Tran Van Son 弁護士、ハノイ弁護士会副会長 

    （） 

 調査団員 

 

主要協議事項：弁護士法の施行に伴う統一弁護士会の設立にむけた準備状況について 

 

１ ハノイ弁護士会 

 ・ 現在、会員は 1200 名、法律事務所は 255 

 正式会員 500 名、700 名が見習弁護士（2007 年末までに研修期間終了） 

    現在の見習弁護士は、国会令の下での資格で見習い期間2年、指導弁護士の管理の下県

レベルの訴訟事件を扱い、報酬を得ることが出来る。弁護士法の下での見習弁護士は、

研修期間 18 ヶ月、指導弁護士の下で研修を行うだけで、自分で事件を処理できない。

収入は MOJ からの報酬のみ。 

 ・ 会費は 弁護士月 3 ドル、見習い弁護士 2 ドル、新法下の研修弁護士は無料 

 ・ 会の財政状況は厳しく、事務所もない。研修弁護士は、これまでの見習い弁護士とは異なり

弁護士活動による収入を得られないため、会から月額 50 万ドンの補助をしてほしいとの希

望が会合で出されたが、現在の予算規模では到底無理である。 

 ・ ハノイ弁護士会には、協力委員会・研修委員会・国際協力委員会・財務委員会の 4 つの委員

会があり、4 人の副会長が夫々の委員会を担当している。Son 弁護士は、国際協力委員会

の担当。 

 ・ 訴訟弁護士制度が出来てから 20 年、渉外弁護士業務が始まってから１５年、まだ弁護士の

歴史は浅い 

  

２ 統一弁護士会について 

 ・ 統一弁護士会の設立は非常に意義がある。全国弁護士を代表する会があれば、海外の弁

護士会等との交流も容易になる。 

 ・ デンマークの DANIDA は Phase２で統一弁護士会支援をする。 
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 ・ 統一会の代表になるものについての議論も必要。 

 ・ アジア諸国の視察が有益である。 

 

３ ハノイ弁護士会の行ってきた弁護士研修 

 ・ 弁護士の研修に対するニーズは高いが、会の財政が厳しいので会独自に行うことは無理。フ

ランス弁護士会等ドナーの支援を得てセミナーを行う程度。 

 ・ これまで、見習い弁護士の資格試験の準備セミナーや国際業務に関するセミナーを開催。後

者は、ハノイの 7 つの法律事務所から    の寄付を得て行い、全国から 300 人の参加者

があった。 

 ・ これまで行ったセミナーのテーマは、仲裁、文化保存、国際取引等である。 

 

４ 弁護士の現状と課題 

 現在の最大の問題は弁護士のスキル不足と外国語（特に英語）の能力の低さである。企業に対

して法律相談が出来るようになるスキルの向上と国際紛争を取り扱えるようになる英語力の向上

が現在の最大の懸案事項である。 

255 の法律事務所の 80％が弁護士が一人の事務所で、個人の刑事･民事･家事事件を扱ってい

る。企業へのアドバイスや渉外業務を行えるのは、ごく僅かの弁護士だけである。 

その原因は 1)大学教育、特に外国語教育の問題、2)弁護士資格を得ても、生計を立てられない

場合が多く、結局、別の職業を選択する者（MOJ や UNDP に就職する等）が相当数いる。国の経

済レベルが低く、また企業のニーズに南北格差があることも一因となっている。 

  

５ JICA 次期プロジェクトの弁護士継続教育・育成活動への参加 

  非常に意義があるので、プロボノベースであっても弁護士を派遣し参加させたい。昨年 10 月開

催のセミナーについても準備期間を 5 ヶ月もかけており、プロジェクトへの参加は十分に可能。 
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UNDP 面談記録 

日時：2 月 6 日（火）午前 10 時 45 分より午前 11 時 45 分まで 

面談者：Mr. Luu Thein Dung, Legal expert to UNDP, Lawyer by training,(弁護士であり、

ハノイ弁護士会にも所属している) 

担当分野：法整備改革や司法へのアクセス、汚職対策、人権問題などの分野を担当 

 

調査団より、JICA 法整備支援の概要、これまでのプロジェクト成果、および次期プロジェ

クトの活動について説明。主な議論の内容は以下の通り。 

 

＜日本の協力および JICA プロジェクト全般についてのコメント＞ 

ズン氏：プロジェクトは市場経済化支援の一環としての法整備として大きな役割を果たし

てきている。次期プロジェクトについては、ベトナム側のニーズに沿ったものであるが、

パイロットエリアの選出については留意する必要がある。住民が直接アクセスするのは県

レベルの場合が多く、県レベルでの司法の役割は重要であるので、支援の重要性も認めら

れる。 次期プロジェクトの活動の中で司法、立法機関の連携が必要となる活動が多く挙げ

られているが、どのように効果的に調整するかは課題となるだろう。司法、立法各機関の

連携が重要であるという認識はあっても、実際のプロジェクト実施のレベルでは協同する

ことは難しく、他ドナーも特定の一機関を対象に協力を実施してきており、関係機関間の

連携について包括的な協力を実施しているドナーは存在しない。連携を成功させるために

は、各機関の役割と相関関係を整理することが必要だろう。 

 

日本は商法の分野で比較優位があると認識している。民法、商法も含めてどれだけ法の執

行につなげられるかが課題。 

 

＜UNDP の活動＞ 

民法、民事訴訟法の協力も実施しているが、多岐に渡りすぎていると認識。これらの法律

の中でもどのエリアを重点的に支援するかエリアの選定をすることが不可欠である。

UNDP は司法へのアクセスに関する支援に重点を置いており、地方部への支援や組織シス

テムの強化に関する政策支援を行っている。 地方部の支援については、遠隔地の司法知識

の拡充などの支援も行っている。裁判官への支援は地方部の裁判官が対象である。小規模

の紛争解決のための仲裁者や、県の司法局の法案作成者への活動もある。法案作成者への

支援は、法案の作成をするにあたって各利害関係者からのコメントの収集やコメントの草

案への反映方法なども支援内容の一つである。 

＜SIDA の活動＞統一弁護士会の設立に向けての活動を行っていたようだ。 
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＜DANIDA の活動＞経済分野の紛争解決能力向上を目指した県裁判所への支援を実施して

いる。 地方レベルの弁護士会設立支援もあり。 

＜CIDA の活動＞裁判所で裁判官や検察官を対象にした協力を行っている。  

＜EU の活動＞活動の詳細については把握していないが、12 百万 

 

(Unified Bar Association) 

Does UNDP plan to support the activities of new establishment in terms of human 

capacity building?  

-the establishment should be sometime in 2007 or 08.  

More important is to what extent the FLA can be a representative of the defenders.. and 

public legal professions. And 1) how to obtain the independence of the lawyers, and how 

to 2) support the capacity building of the local lawyers. if these are not done then it 

would end up as another beaurocracy.  The power and authority of the Bar association 

should be stronger to affect the legal professions in the national level.. Traditionally the 

donors are involved in the individual organization, but the lawyer’s association is the 

private firms.. and this will be a new experience.. and of course the support to lawyers 

will improve the access to justice and in the long-term the results may affect the court 

and prosecutors.  

(Kuwajima) difficult to integrate the lawyers at the same level as the judge and 

prosecutors since they do not hold the public social status and still in the struggle to 

support their financial situation.. and they are more keen in improving the skills for the 

international contracts and international commerce..  

(Dung) many of the lawyers do not expect to be involved in the international practice.  

(Kuwajima) do you think the lawyers would be willing to join the working groups? 

(Dung) need to be careful in selecting the members. The Bar association is more or less 

like a club for socializing.. very few actual activities for the legal development. To 

support the local area, how the local Bar association can identify the problems…and try 

to resolute the problems they have.. such as litigation by holding the seminars to 

brainstorm the lawyers. To what extent the lawyers can do in terms of the litigation.  

This may be more important than acquiring the skills for the capability of language.  

 

How to make the Bar association meaningful? By increasing the fee? By organizing the 

charged seminars? The current bar association may be too busy to think about the 

effective mechanism of the functions.  
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バクニン (Bac Ninh) 省人民裁判所 訪問 

日時：2007 年 2 月 6 日（火）13:30-15:00 

場所：バクニン省人民裁判所会議室 

出席者：（バクニン省人民裁判所）クン所長、ドン副所長、チン副所長、ズー副所長、ダイ

事務局長、ホン人事課長、（SPC）クオン裁判理論研究所副所長、タイン所員、（日本側）国

分長期専門家、伊藤団員、上野団員、佐藤団員、大貫通訳、桑島（総括） 

 

聞き取り概要： 

 冒頭、SPC クオン副所長からは、次期プロジェクトのパイロット･エリアの候補地として、

複雑すぎる事件がなく、地理的条件、社会状況・民族構成上から平均的な、バクニン省が

適切であると考えている旨の説明があった。 

 クン裁判所長より、バクニン省人民裁判所の現状につき、下記のような説明があった。 

 ズー副所長によると、バクニン県は、822.7km2 でそれほど大きくなく、人口は 100 万 9600

人(1996 年に、ハーバック県より分離した)。事件数も大きいとはいえない。古い伝統文化が

あり、向上心に富む土地柄だとのこと。 

 

１ 省人民裁判所本庁の状況 

(1) 人員：裁判官 14 名、書記官、計 47 名 

学歴は、清掃などの職員を除き、法学士以上（博士号取得者 3 名、修士号 7 名） 

平均年齢は、裁判官 42 歳、書記官 32 歳。裁判官は、42 歳から 60 歳までいる。 

第一審、控訴審、監督審ごとの担当はなく、下記の専門部ごとに分担している。 

(2) 組織：専門部 4 部門からなっている（労働部門は事件が少ないため、独立部はない） 

所長（1 名）、副所長（3 名）、下記専門４部部長（次長 1 名ずつ） 

民事部門（裁判官 3 名、書記官 11 名） 

刑事部門（裁判官 4 名、書記官 12 名） 

経済部門（裁判官 1 名、書記官 1 名） 

行政部門（裁判官 1 名、書記官 1 名） 

(3) 事件数等：刑事事件は少ない。経済･行政事件は年に 8-10 件程度。冤罪や犯罪をもたら

すような事例はなし。 

刑事事件：第一審、控訴審とも年内にほぼ 100%処理してきた 

第一審：112 名被告(78 事件)(2005 年)、196 名被告(96 事件)(2006 年）ともに 100%処理 

控訴審：90 名被告 (79 事件)(2005 年）、123 名被告(98 事件)(2006 年)100%、95%をそ

れぞれ処理した 

民事事件 
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第一審：年 30 件程度.90-95%を年内に処理 

控訴審：年 100 件程度 90-95%を年内に処理 

 

２ 省の県級裁判所の現状 

(1) 人員と組織：計 98 名（裁判官 45 名、書記官 46 名）裁判官はすべて学士以上である。 

バクニン市裁判所：計 20 名（うち裁判官 9 名） 

７県級裁判所 

(2) 省裁判所から県級裁判所への第一審管轄委譲の状況：バクニン市とトゥーソン県は、民

事、刑事とも 100%委譲済み。他の６件は、能力的には委譲を受けられる体制にあり、

検察院や公安当局と協議中。調整のためのセミナーなどを行っているところ。 

 

３ 意見交換： 

(1) WG メンバーについて 

(日本側）WG 活動体制（メンバーの指名、半月または毎月の会合）は可能か。 

(省裁判所長）裁判官３名程度に加え、書記官の配置は完璧に可能。分野ごと、あるいは省

級／県級の人員配置についても、方針の提示があれば、対応可能。 

(日本側）第一審の裁判官を中心に考えている。 

(日本側)人民参審員は何人いるか。WG のオブザーバー参加がありうるが、それは可能か？ 

(省裁判所長) 人民参審員は、23 名。オブザーバー参加も可能。 

(日本側)WG 活動のなかで、裁判傍聴もお願いしたい。情報･データ、特に終了した事件の

情報提供は大変重要。事件処理の問題点をくみ上げるためにも、傍聴のほか、事件記録を

見せてもらうことは可能か。また、正式な WG 会合以外にも、長期専門家が来訪し、協議

することをお願いしたい。 

(省裁判所長)すべて対応可能。WG 会合以外の来訪についても、事前に連絡があれば、可能。 

 

(2) 省裁判所の WG 運営体制について 

 (日本側)省裁判所において、WG 会合のための会議室の提供、連絡担当者の配置は可能か。

長期専門家が、担当者と直接連絡をとることも重要である。 

(省裁判所長)すべて可能。省裁判所の事務局次長は、英語もできる。 

 (日本側)インターネット利用環境はあるか。法律文書などは備置しているか。 

(省裁判長) インターネットは、DANIDA の支援により、設備がある。法廷資料室と図書室

があり、事件記録を保管している。 

(副所長)今後は、裁判所の運営能力や裁判官の事件処理能力も上げたいので、 IT 関係も強

化支援してもらいたい。 

(SPC クオン副所長)事件処理の進捗運営ソフトは、DANIDA と CIDA が支援している。JICA

の協力は、裁判所全般への支援ではなく、裁判プロセスに関わる実務能力向上への支援。 
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(SPC クオン副所長)省裁判所の WG 運営体制については、事務機器などは支援を検討してほ

しい。また、日本への長期研修などの機会が得られることを臨む。 

 

(3) 弁護士活動について 

(日本側)弁護士がつく訴訟件数はどのくらいか。 

(省裁判長)分野全体で 25%程度。詳しい統計がないが、刑事事件で、7－8 割を占める。民

事事件は 2－3 割。刑事事件では、弁護士の配置が必須の場合がある。 

(日本側)私選の弁護士の場合もあるか。民事では、どのような事件に弁護士がつくか。 

(省裁判所長)私選の弁護士をつけることもできる。民事では、財産関係の紛争が多い。 

(日本側)弁護士は、バクニン在住者か。ハノイからくることはよくあることか。 

(省裁判所長)ハノイからくることも多いが、省内の弁護士の方が多い。国選弁護士は、バク

ニン弁護士会に依頼する。 

(日本側)弁護士は十分な活動をしていると思うか。 

(省裁判所長)バクニン省の状況は（地方としては）、比較的よいほうである。弁護士の登録

者は、40 名であるが、法廷で複数回活動している弁護士は、8-10 人ぐらいである。 

(日本側)弁護士活動の質はどうか。 

(省裁判所長)司法関係の退職者が多く、若い育成されたばかりの人材は少ない。また、若い

弁護士の質は高くない。 
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バクニン省検察院との協議 

日時：2 月 6 日午後 3 時 10 分より午後 5 時まで 

場所：バクニン省検察院会議室 

出席者：＜ベトナム側＞ホアン氏（バクニン省検察院検事正）、ルー氏（同院次席検事）、ラム氏

（同院次席検事）、カー氏（同院事務局長）、モック氏（SPC 検察理論研究所副所長） 

＜日本側＞ 調査団員（久保田団員除く）、大貫通訳 

 

桑島調査団長より、日本側対処方針に沿ってパイロットエリア（以下、「PA」という。）の計画案を説

明。モック氏から、SPP はバクニンを PA の有力な候補地と考えている旨あらためて説明があり、

バクニン省検察院に協力要請。ホアン検事正から、PA 計画の受入れに異論がない旨言明があり、

バクニン省の検察活動の実情についても説明があった。 

ホアン検事正の主な説明（調査団との討議含む）は以下の通り。 

 

第１．バクニン省検察院の組織、現状の概要 

 １．組織・機構 

・ バクニン省は 1997 年に設立された新しい省であり、2006 年からハノイの衛生都市になっ

ている。バクニン省内には 7 つの県と 1 市がある。 

・ バクニン省検察院は職員 120 名。配置の内訳は、本庁に 54 名（うち、検事 29 名：検事定

員 33 名）、残りは各県と市にそれぞれ 7 名から 14 名の人員配置。検事は全員が法学士の

資格を有している。 

・ 本庁の組織機構：所長 1 名、副所長 3 名、以下の 8 課から構成。（）内は人員 

①総務課（16 名）、②麻薬捜査等を担当する刑事課（7 名）、③経済・公務員関係の事件

を扱う経済等課（5 名）、④控訴課（5 名）、⑤刑務所関係の業務を担当する課（4 名）、⑥執

行課（5 名）、⑦民事課（4 名）、⑧人事課（4 名） 

 2．事件処理等 

・ 事件数：刑事は 600～800 件／年（経済事件が半数程度。そのほか、社会・治安関係事件

と麻薬事件が多い）。 

年間処理率（受理件数全体のうち年内に処理される事件数）は 95～99 パーセントであり、

これまで冤罪事件はなく、無罪事件も 0 件。バクニン省は新しい省ではあるが、裁判所・検

察院・公安のいずれも能力は割合高く、控訴率は全体事件数の20パーセント位であるが、

検察院申立の控訴はあまりなく（異議申立件数は１パーセント強程度）、一審の判決が覆

ることも多くない。暫定留置や勾留に関しても問題事例は発生しておらず、刑事判決執行

も適正に行われている。 

  ・ 民事・経済事件に関しては、裁判所は年間 1000 件以上受理している旨認識しており、だい
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たいは県レベルで処理していて処理率も高い。民事判決執行に関しては年間 5000 件ほど

あり、半分くらいが執行未済であって民事判決に関しては執行できない率が高く、この点

は問題点として認識している。 

第２ 検察院の抱えている課題 

現在の司法改革の流れの中、検察院の機能や役割が変化しており、そのニーズに検察

院が十分応えられていない面がある。たとえば、共産党の政治局決議 49 号では、検察官

は公訴官としての活動をメインとすることになるが、弁論主義に即した公判活動、公判にお

ける尋問や弁護士との丁々発止のやりとりなどには慣れておらず、そのスキルアップが必

要不可欠である。個々の検察官の能力向上、役割の改善は司法改革の中で重要な位置

づけをもっており、ニーズにきちんと応えていかなければならない。 

第３ 本プロジェクトについて 

 １ PA としての体制整備等 

・ バクニンをPAに設定するのは良いと思う。W.G.のメンバー指定、半月または毎月１回のバ

クニン省検察院の会議室における会合についても可能。具体的な設備の使用等について

は適宜協議し対応できる。 

・ 裁判傍聴のほか、検察院における実務の実情の把握のために必要な専門家の活動に関

しても、協議しながら可能なかぎり協力したい。正式な W.G.時以外にも、長期専門家がバ

クニンを来訪し、協議することもできる。その場合は SPP を通じるなどして事前に連絡して

もらいたい。バクニン省検察院に連絡担当者を配置することは可能。SPP の指示のもとに

行うので当面はSPPを通じての連絡が良いかもしれないが、必要なときには長期専門家と

担当者との直接連絡も問題ない。その点は順次協議していけば良い。 

 2 弁護士会 

 ・ 実施の際には、裁判所・検察院・弁護士会の三者の協力関係が必要であるし望ましい。検

察院として弁護士会を PA 構想の枠組に入れ込むのはまったく問題ない。 

バクニンの弁護士は実際に活動している数は 10 名くらいだが、質的にもバクニンの弁

護士を PA に絡めることに問題はないだろう。もっとも、刑事事件に関しては、精神障害の

人や少年の事件及び法定刑に死刑がある犯罪の場合のみに必要的に弁護士が選任され

ることになっており（ベトナム刑訴法上）、実際のところ刑事事件で弁護士が選任されるケ

ースはほとんどない（統計はわからないとのこと。）。だから、弁護士だけの W.G.を設立す

るのは当面は困難かもしれない。   

   なお、バクニンの弁護士は裁判所や検察院を定年退職した人が多く、こうした定年退職者

の弁護士は能力がある。どちらかというと若い弁護士は経験もなく能力に問題がある。 

・ 現在の司法改革の中で省級から県級に権限移譲を進めている。現行法上（民訴、刑訴）

では遅くとも2009年7月までに県級の裁判所・検察院の権限を拡大することになっており、

たとえば県級の裁判所では１５年未満の法定刑の事件まで扱えるようにするなどの内容で

ある。 
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   バクニン省内での権限移譲については、バクニン市、トゥーリエム県への権限移譲はすで

にスムーズに完了している。残りの県でも権限移譲に対応した検察院の体制と能力はす

でにできており、現在は 2009 年 7 月に向けて移譲を進めている。 

以上 
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附属資料１－３－11． 

 

CIDA 面談記録 

日時：2 月 7 日（水）午後 14 時より午後 15 時 10 分まで 

面談者：Ms. Vu Thi Yen, Senior Development Officer 

日本側出席者：ベトナム事務所 池原職員、 調査団 久保田（記録） 

 

日本側より、JICA 法整備支援の概要、これまでのプロジェクト成果、および次期プロジェ

クトの活動について説明。主な議論の内容は以下の通り。 

 

＜CIDA で検討中のプロジェクトについて＞ 

現在、2007 年 4 月より 5 年間（2007 年～2011 年）実施する予定のプロジェクトについて

事前調査を実施している。活動の対象は裁判官であり、活動内容としては①司法分野の人

材研修、②裁判所行政システム、③市民社会の司法への参加を予定している。 

 

① 司法分野の人材研修 

JA と共同で教授法の開発やカリキュラムの改善を図る予定。SPC の人事教育を行う SPC 

Judicial School とは短期間の講習実施を予定している。 

② 裁判所行政システム 

判決書き能力向上のための研修を実施する。これ以外に、裁判事務官の裁判記録作成の改

善やファイリングシステム改善のためのソフトウェア導入など行政能力向上を目的に支援

を行う。裁判所システム全体についての調査も行う予定である。 

③ 市民社会の司法への参加 

ADR など仲裁を実施する NPO など草の根レベルの機関への実施を検討中である。司法へ

のアクセスの改良を目指しているが、具体的に対象となる NPO などはまだ決まっていない。 

 

＜他の CIDA 協力＞ 

Legal Reform Assistance Project(LERAP)は第２フェーズに入っている。WTO 協定遵守の

ためのアクションプランや比較法研究の活動などを支援している他、比較法研究のためカ

ナダ他諸外国の法律データベース作りにも支援している。本プロジェクトの中間評価は

2007 年 3 月中旬に予定されている。弁護士支援については第２フェーズで「新しい分野の

支援」という中で扱うことも考えられるが実施しても投入としては小規模になるだろう。 

この他、人材育成の一環として、３～６ヶ月間程度の長期研修をカナダ国内の大学で実施

し、設定した研究テーマの下、大学での研究や法律事務所での実践研修などを行うプログ

ラムもある。短期で実施されるセミナーは通常カナダ本土から講師がやってくるが、昨今

の ASEAN 統合の動きなどもあり、ASEAN 地域内や中国などの専門家を招聘して実施する
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セミナーも増えている。 

 

＜CIDA 協力のパイロット地区選定＞ 

選定にあたっての条件設定で頭を悩ませているところなので JICA の条件設定の基準も可

能であれば教えてほしいほどだ。裁判の数、人口などが指標となるが、CIDA が行う村落開

発プログラムで既に協力の経験があり、現地の政府機能についてもある程度 CIDA 側が掌

握している地方政府を選定することが現実的であるという考え方も出ている。 

以上 
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